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學
生
生
活
の
思
想
的
方
面
の
-調
査 

一

ー

〇

(

ー
五
3
六〕

活
調
查」
の
方
法
そ
の
も
の
に
就
い
て
の
愼
甭
な
科
學
的
價
値
が
加
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
未
だ
調
査
の
結
果
を
そ
の
ま
\
信
賴
す
る
譯
け
に 

は
行
か
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
こ
の
基
本
的
に
し
て
重
要
な
問
題
に
對
し
て
は
、
殆
ん
ど
全
く
本
論
中
に
觸
れ
る
餘
瓰
を 

持
た
な
か
つ
た
が
、
そ
れ
は
筆
者
達
が
こ
の
點
を
輕
視
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
何
れ
調
査
の
完
成
を
俟
つ
て
こ
れ
を
補
つ
て
行
き
度
い
と
考 

へ
て
ゐ
る
。
從
つ
て
こ
の
點
に
關
し
て
特
に
讀
者
の
了
解
を
得
て
置
き
度
い
と
思
ふ
。

最
後
に
本
調
査
の
整
理
に
際
し
て
多
大
の
援
肋
を
な
さ
れ
た
大
學
院
學
生
小
古
問
隆
藏
君
に
厚
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
同
時
に
、
都
市 

社
會
事
業
硏
究
會
の
多
く
の
學
生
諸
君
に
も
同
樑
の
意
味
に
於
い
て
此
處
に
感
謝
の
意
を
傳
へ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
本
論
の
調
査 

の

一一三
の
點
に
就
い
て
御
敎
示
を
賜
っ
た
同
僚
小
鳥
罾
夂
敎
授
に
對
し
て
摩
く
禮
を
申
し
述
べ
て
此
處
に
筆
を
擱
く
。

昭
和
十
苹
九
月
二
十
日
稿
了
。

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
一
端

野

村

兼

太

郧

本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
德
川
時
代
に
於
け
る
あ
る
農
村
の
あ
る
年
の
經
濟
生
活
を
出
來
る
だ
け
明
か
に
し
て
見
ょ
ぅ
と
云 

ふ
に
あ
る
。
德
川
時
代
の
農
村
の
負
擔
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
を
說
明
す
る
一
端
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
あ
る
期
間
に
亙
っ
て
、 

農
村
負
擔
の
變
化
を
硏
究
す
る
前
提
と
し
て
、
特
に
あ
る
一
ケ
年
を
限
定
し
て
、
出
來
る
限
り
、
詳
細
に
調
べ
て
見
る
必
要
が
あ
る
と 

考
へ
た
た
め
で
あ
る
。
故
に
本
稿
は
次
ぎ
に
發
表
す
る
豫
定
で
あ
る
同
じ
村
の
負
擔
の
動
態
的
研
究
の
序
說
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
唯 

こ
の
種
の
硏
究
に
最
も
困
難
を
感
ず
る
の
は
、
農
村
帳
簿
類
の
完
全
に
現
存
匕
て
ゐ
る
こ
と
が
稀
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
等
帳
簿
自
體
の 

不
分
明
な
る
こ
と
、
及
び
計
算
そ
の
他
に
か
な
り
不
確
實
な
點
が
存
し
て
ゐ
る
こ
と
等
で
あ
る
。
以
下
の
硏
究
も
こ
れ
等
の
た
め
に
、 

多
少
推
定
を
試
み
る
必
要
が
あ
つ
た
り
、
又
私
自
身
の
無
知
か
ら
誤
謬
を
冒
し
て
ゐ
る
こ
と
も
、
定
め
し
多
か
ら
ぅ
と
思
ふ
か
ら
、
偏 

に
先
覺
諸
氏
の
御
叱
正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
のI

端 

一

一

一

(

一
五
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德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
一
端 

1 

一
二 

(
1

五
◦

八)
私
は
本
誌
第
二
十
九
卷
第
六
號
に
、「

德
川
後
期
に
於
け
る
農
村
人
口
の
一
例」

と
題
し
、
下
野
國
都
賀
郡
上
泉
村(

今
の
下
都
賀
郡 

中
村
大
字
上
泉)

に
つ
い
て一

文
を
草
し
た
が
、
本
稿
も
亦
同
村
を
材
料
と
せ
る
も
の
で
あ
る
。
今
特
に
あ
る
一
年
を
選
ん
で
、
そ
の
說 

明
の
對
象
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
大
體
淺
存
せ
る
資
料
の
比
較
的
多
く
、
か
つ
比
較
的
古
い
年
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
、 

こ
X

に
文
化
十
四
丁
丑
の
年(

一
八
一
七)

を
得
た
の
で
あ
る
。

今
こ
、
に
利
用
す
る
こ
と
を
得
た
同
年
の
資
料
等
は
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

「

人
別
五
人
組
御
改
帳」

下
書
ニ
册 

「

切
支
丹
宗
門
御
改
帳」

「

御
用
書
扣
帳」

「

諸
入
用
扣
帳」

「

富
田
役
場
錢
取
立
割
賦
帳」

「

丑
夫
金
幷
水
門
入
用
諸
指
替
割
帳」

「

村
普
請
人
馬
遣
覺
帳」

「

當
丑
御
國
役
幷
_
1御
藏
三
役
給
割
賦
帳」

「

丑
御
年
貢
米
村
納
庭
帳」

「

丑
田
方
御
撿
見
御
引
米
割
賦
帳」

「

丑
畑
方
元
永
幷
千
損
永
引
帳」

「

丑
牛
貢
可
納
割
付
之
事
レ

「

丑
年
御
物
成
御
勘
定
帳」

(

文
化
十
五
年)

-1
當
丑
田
方
御
年
貢
米
勘
定
帳」

「

丑
畑
方
秋
成
御
年
貢
取
立
帳」 

.

「

丑
御
年
貢
川
岸
出
渡
錢
帳」

'■丑
畑
方
御
年
貢
夏
秋
取
立
帳」

「

丑
年
糠
藁
永
割
賦
帳」

「

丑
畑
方
御
年
貢
取
立
勘
定
帳」

「

御
鷹
宿
諸
入
用
割
帳」

「

丑
七
月
諸
入
用
割
帳」

「

丑
暮
諸
入
用
割
帳」

「

丸
俵
端
米
差
引
勘
定
帳」

「

當
丑
畑
方
御
見
分
本
永
書
拔」

「

當
丑
御
撿
見
諸
懸
リ
割
賦
帳」

德
||
1
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
1
端 

一
二
ニ 

(
1

五
o

九)



德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
！
端 

ニ

四

(

一
五
一
〇)

「
丑
干
損
畑
御
見
分
小
前
帳」

「

當
丑
田
方
早
稻
御
撿
見
小
前
帳」

「

晚
稻
御
撿
見
諸
入
用
扣
帳」

「

丑
田
方
晚
稻
御
撿
見
小
前
帳」

「

富
田
宿
助
人
馬
勤
日
グ
通
帳」

(

明
和
五
年)

「

五
人
組
帳」

(

寶
曆
九
年)

「

田
畑
割
高
帳X

文
化
十
三
年)

二

最
初
に
明
か
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
文
化
十
四
年
に
於
け
る
同
村
の
人
ロ
狀
態
で
あ
る
。
人
口
狀
態
を
知
る
上
に
、
我
々
が
依
據
す 

る
こ
と
が
出
来
る
も
の
は
、「

人
別
五
人
組
帳」

と「

宗
門
改
帳」

と
で
あ
る
が
、
そ
れ
等
は
そ
の
ま
、
に
は
信
頼
し
得
な
い
。

こ
の
こ
と 

は
す
で
に
前
掲
拙
稿
の
中
に
詳
細
に
論
じ
て
置
い
た
か
ら
參
照
さ
れ
た
い
。
し
か
し
他
に
依
る
べ
き
も
の
の
な
い
場
合
、
こ
れ
等
に
從 

つ
て
說
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

文
化
十
四
年
に
於
け
る
宗
門
改
に
關
す
る
記
事
を
見
る
と
、
二
月
七
日
に
宗
門
御
用
と
し
て
、
名

主

外一

名
が
そ
の
宗
門
改
役
所
に 

赴
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
同
八
日
に
左
の
如
き
命
令
を
受
け
て
ゐ
る
。

「

當
春
宗
門
御
改
之
義
、
^

£

A>
0>
四
ッ
時〜

九
ッ
時
迄
之
內
、

其
霞
中
相
改
昨
間
、

例
年
之
通
御
帳
面
念
入
仕
立
、
其
外
人
馬
目

錄
、
增
減
差
引
、
愈
末
無
之
樣
相
改
差
出
シ
可
申
事

宗
門
改
役
所」

こ
れ
に
依
れ
ば
、
調
査
報
告
が
三
月
八
日
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
三
月
八
日
の
宗
門
改
に
つ
い
て
は
今
少
し
調
べ
て
見
る
必
要
が 

あ
る
。
即
ち
三
月
六
日
に
人
別
帳
改
に
關
し
、

「

當
丑
年
人
別
改
、
寄
村
近
i

可
相
屆
當
月
十
五
日
頃
、右出役可有之

-一
付
、
左
様
相
心
得
、
人
別
帳
等
用
意
可
致
置
W

地
方
役
所」

前
掲
の
分
が
宗
門
役
所
で
あ
り
、

こ
の
方
が
地
方
役
所
で
あ
る
か
ら
、
人
別
帳
と
宗
門
帳
と
が
相
異
な
る
役
所
に
於
い
て
取
扱
は
る 

\
も
の
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば一

ニ
月
八
日
の
四
つ
か
ら
九
つ
ま
で(

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で〕

の
間
に
宗
門
改
が 

行
は
れ
た
か
と
云
ふ
に
、-1
諸
入
用
扣
帳」

の
三
月
八
日
の
項
に
、「

宗
門
方
入
用
、
三
百
文
、
名
主」

と
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
名
主 

と
あ
る
の
は
、
勿
論
名
主
立
替
の
意
で
あ
る
。
さ
ら
に
宗
門
改
は
秋
に
今一

同
行
は
れ
た
る
が
如
く
、
七
月
十
八
日
附
を
以
つ
て
、
來 

月
八
日
取
調
べ
置
く
べ
き
命
令
書
が
、
宗
門
改
役
所
か
ら
出
て
ゐ
る
。

こ
の
時
に
つ
い
て
は
、
八
月
七
日
夕
か
ら
、
官
藏(

名
主
見
習)

 

外

一

名

が

1

泊
が
け
で
出
か
け
て
ゐ
る
記
事
が
あ
る
。

私
は
前
揭
論
文
に
於
い
て
、「

實
際
に
宗
門
改
帳
を
納
め
る
の
に
八
月
頃
ま
で
か》

つ
た
ら
し
い
云
々」

と
記
し
、
文
化
十
二
年
の
•'諸 

入
用
扣
帳」

に
據
り
、
八
月
八
日
の
項
に
、「

宗
門
帳
納
泊
リ」

と
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
置
い
た
が
、
實
際
に
は
三
月
八
日
、
八
月
八
日 

の
ニ
囘
、
宗
門
改
が
行
は
れ
た
も
の
ら
し
い
。
し
か
し
三
月
の
時
に
も
、
宗
門
帳
を
納
附
し
た
の
か
如
何
か
は
未
だ
解
ら
な
い
。

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
轾
濟
の一

端 

一

一

五

(
I

五I
I
)
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村
經
濟
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一
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以
上
に
：

M

れ
ば
、
宗
門
改
の
方
は
役
人
が
出
張
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
人
別
改
の
方
は
改
役
人
が
出
張
す
る
や
う 

で
あ
る
。
以
下
少
し
く/

U
Q

年

Q

人
別
改
に
關
し
記
し
て
置
か
う
。一ー一

月
六
日
附
2

1

Q
廻
文
が
あ
つ
た
後
に
、

i

に
十
六
日
附
，

を
以
つ
て
、
次
ぎ
の
如
き
廻
文
が
出
て
ゐ
る
。

「

村

々
一

一

而

是

迄

貧

窮

者

、

子
六
月
御
扱
金
頂
戴
仕
昨
段
、
人
別
帳
に
左
之
通
.

致
下
札
差
出
^
樣

可
申
觸
昨
旨
御
代
官
中
被
仰

渡
昨
間
、
左
様
相
心
得
可
被
成
阼」

こ
の
命
令
が
救
貧
事
業
を
明
白
に
す
る
た
め
で
あ
る
か
、
又
他
に
一
村
の
人
夫
調
達
に
參
考
に
す
る
た
め
で
あ
る
か
、
不
明
で
4±
あ 

る
が
、
中
世
的
救
貧
事
業
の1

端
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
が
あ
る
。

前
揭
最
初
の
廻
文
に
は
十
五
日
頃
と
あ
つ
た
が
、
實
際
に
は
廿
三
日
に
役
人
の
出
張
を
見
た
。

「
一

四
人 

越路
金藏

 

晨
匹

 

柴田
彌助

遠藤
郡太

 

齋藤吉左衞門

右
者
人
別
改
と
し
て
來
ル
廿
三
日
朝
六
ッ
時
出
宅
一
一
而
、
野
渡
村
差
ロ
に
て
出
役
い
た
し
昨
間
、
諸
事
差
支
等
無
之
樣
取
斗
、
且
書
.

面
之
人
馬
幷
案
內
等
可
申
合
ス
昨

三
月
廿
日 

地
方
役
所」

こ
の
調
杳
は
廿
1~
日
晝
野
渡
村
、
廿
三
日
治
、
翌
廿
四
日
朝
新
波
村
改
、
同
晝
綠
川
村
改
、
同
日
泊
"

翌
卄
五
日
晝
押
切
村
、
泊
り
、 

下
高
嶋
村
へ
と
進
む
の
で
、
丁
度
古
河
か
ら
眞
す
ぐ
に
北
上
し
て
栃
木
に
向
ふ
わ
け
に
な
る
。
上
泉
村
は
、
東
水
代
村
、
押
切
村
、
下 

河
原
田
村
*

上
河
原
田
村
、
下
泉
村
と
寄
村
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
廿
五
日
が
調
杳
日
に
當
る
わ
け
で
あ
る
。
如
何
な
る
方
法
で
調
齑 

し
た
か
、
今
の
と
こ
ろ
全
然
不
明
で
あ
る
。

文
化
十
四
年
の
人
口
は
六
十
三
戸
、
貳
百
八
拾
人
で
、
男
百
三
十
七
人
、
女
百
四
十
三
人
、
女
の
方
が
六
人
多
い
。
そ
の
外
に
僧
侶 

が

1

人
ゐ
た
。
年
齡
別
に
依
る
男
女
數
を
示
す
と
、
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

. 

:

第

一

表

'

年

齡

 

十

歲

以

下
 

三

十

歲

以

下
 

五十歳以下 

七十歳
以
下

女
三
〇 

ニ
〇 

一
四 

ー
〇

合計
 

五六
 

四〇
 

三四
 I

七

年

齡
 

貳
拾歲
以
下 

四
十
歲
以
下 

六
十
歲
以
下 

七
十
歲
以
上

〇 二 三 九 舆

六 七 三 三 女

合計

. 

四ニ
 

四六
 

ニ九
 

一六

右
表
の
如
き
結
果
を
得
た
が
、
最
年
長
者
は
八
十
艽
歲
、
八
十
ニ
歳
で
何
れ
も
男
子
、
女
子
の
最
高
齡
者
は
七
十
八
歲
で
ぁ
る
。
概 

し
て
高
齡
者
は
男
子
が
多
く
、
幼
年
者
に
女
子
が
多
い
。
農
村
に
於
い
て
最
も
活
動
力
の
多
い
年
齡
を
、
二

十一

歲
以
上
、
五
十
歲
以 

下
と
す
る
と
、
そ
の
全
人
ロ
に
對
す
る
パ
ア
セ
ン
テH

ジ
は
四
割一

ニ
步
弱
と
な
る
。
從
つ
て
上
泉
村
に
於
い
て
は
、
少
な
く
と
も
こ
の 

人
別
帳
の
示
す
限
り
に
於
い
て
は
、
農
村
と
し
て
比
較
的
多
く
の
勞
働
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
人
別
帳
の
記
載
が
必
ず
し 

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
1
端 

一

一

七

a

五
一
5
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八
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1

五
一
四〕

も
眞
人
口
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
前
揭
論
文
に
述
べ
て
置
い
た
が
、

こ
、
に
も
一
例
が
擧
げ
ら
れ
る
。
即
ち
~7
人
別
五
人 

組
帳」

に
も
、
又「

宗
門
改
帳」

に
も
、
家
持
與
藏
三
十
叫
歲
、
妻
も
と
三
拾
八
歲
、
母
り
の
五
十
六
歳
の1

家
が
掲
げ
て
あ
る
が
、「

諸
入 

川
扣
帳」

の
二
月
の
項
に「

與
藏
出
奔
屆
け」

の
記
事
が
あ
る
。
少
く
と
も
人
別
調
査
以
前
に
與
藏
は
出
奔
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
か
で
あ 

る
。
故
に
勞
働
カ
を
比
較
的
多
く
有
す
る
と
云
つ
て
も
、

こ
れ
を
割
引
し
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
出
奔
人
に
あ
ら
ず
し
て
、
人
別
帳
に
は
當
然
記
載
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
旅
行
又
は
出
稼
に
出
て
ゐ
る
者
も
考
へ
ら
れ
る
。

こ 

の
文
化
十
四
年
度
に
於
い
て
も
、
次
ぎ
の
如
き
興
味
あ
る
記
事
を
見
出
し
た
か
ら
、
序
で
に
記
載
し
て
置
か
ぅ
。
上
泉
村
の
百
姓
久
艽 

郞
の
兄
、
倉
藏
は
、
艽
ヶ
年
前
に
、
井
岡
村
百
姓
平
七
方
へ
聱
入
り
し
た
が
、
久
五
郞
方
に
立
戾
つ
て
ゐ
た
。「

人
別
帳」

に
明
か
に
記 

載
し
て
あ
る
が
、

こ
の
正
月
に
伊
勢
參
宮
並
に
大
和
廻
り
に
出
か
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
坂
で
病
氣
に
な
り
、
路
金
に
差 

支
へ
、
致
方
な
く
、
平
野
鄕
御
陣
屋
へ
願
出
で
、
手
形
を
貰
ひ
、
路
金
貳
分
を
借
用
し
て
、
歸
村
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
、
村 

方
で
は
地
方
役
所
に
對
し
、
三
月
に
名
主
、
年
寄
連
名
の
上
、
詫
狀
を
出
し
、
金
子
を
返
濟
上
納
し
て
ゐ
る
。
か
ぅ
し
た
路
用
不
足
の 

旅
行
者
が
相
應
に
あ
つ
た
も
の
と
見
え
、
四
月
廿
八
日
に•
再
應
左
の
如
き
觸
書
を
出
し
て
ゐ
る
。

「

村
5
百
姓
共
、
旅

先11

而
路
用
差
詰
リ
㈧
趣
申
立
、
江
戶
表
御
上
屋
敷
、
幷
ニ
平
野
鄕
御
陣
屋
江
、
拜
借
等
相
願
阼
者
、
間
i

在
之 

候
得
共
、
以
来
容
易
-一
相
聞
屆
在
之
間
敷
、
旅
出
い
た
し
度
旨
申
出
昨
者
は
、
路
用
貯
有
無
之
儀
、
村
役
人
共
-一
而
得
與
相
钆
、
路 

用
心
褂
不
行
屆
者
は
、
旅
行
願
等
取
扱
不
申
昨
樣
*

去
ル
申
年
申
觸
置
昨
處
、
旣

-1

當
正
月
中
、
願
も
無
之
伊
勢
參
宮
罷
越
^
己
な 

ら
ず
、
路
用
差
詰
リ
、
平
野
鄕
御
陣
屋
へ
拜
借
相
願
、
御
咎
メ
被
仰
付
昨
者
も
在
之
、
甚
心
得
違
之
義
ニ
付
、
以
來
右
鉢
之
義
無
之

樣
、
小
前
一
統
江
精
i
可
申
聞
置
^

以
上」

か
ぅ
し
た
旅
行
者
出
奔
人
は
何
れ
も
人
別
帳
に
は
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
從
つ
て
實
際
人
口
數
は
割
引
さ
れ
る
普
で
あ 

る
。
前
述
せ
る
人
口
調
査
に
際
し
、
各
寄
村
i

の
費
用
分
檐
の
計
算
は
1
翳
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
す
る
。
即
ち
押
切
村
ょ
り
上
泉
村
K 

宛
て
、
通
告
さ
れ
た
請
求
書
は
、
こ
れ
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

「

覺

人
高
千
托
百
六
拾
人

1

錢
貳
拾
貫
九
百
拾
七
文 

壹

人

-一
付
拾
貳
文
九
分
懸
リ 

人
高
贰
百
五
拾
萱
人

I

錢
三
賞
三
百
七
拾
文 

上
泉
村 

右
者
當
人
別
御
改
御
泊
9
幷
御
晝
賄
諸
入
用
割
賦
仕
差
上
申
昨
間
、
何
卒
来
月
七
日
頃
迄
_
»
拙
宅
江
御
届
被
成
下
^

樣
御
願
奉
申 

ト
：H.
、
勿
論
諸
色
高
直
、
其
上
御
晝
賄
等
、
余
斗
御
座
昨
故
、
多

分
a
茂
相
懸
9

M.
樣
奉
存
昨
へ
者
、
皆
様
御
立
會
奉
願
上
度
奉
存 

昨
得
共
•
最
早
時
節
柄
-

1

茂
□

事
故
、
無
余
義
、
村
役
人
共II

而
割
合
仕
昨
、
此
段
御
承
知
被
成
下
、
右
日
限
迄
乍
御

苦

勞

御

屆 

ヶ
被
下
置
度
奉
願
上
作
己
上

三
月
廿
九
日 

押

切

村

名
主
重
郞
平

」

德
川
時
代
に
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濟
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五1

六)
右

一
人
宛
の
計
算
は
明
か
に
誤
り
で
、

一
人
宛
拾
三
匁
四
分
强
と
な
り
、
上
泉
村
人
ロ
貳
百
五
十
一
人
で
、
約
三
貫
三
百
七
十
文
と 

な
る
。

こ
の
上
泉
村
屆
出
貳
百
八
拾
人
に
對
し
、
割
宛
人
口
が
二
十
九
名
少
な
い
の
は
、
上
記
の
や
う
な
實
際
上
在
住
し
な
い
者
が
あ 

る
た
め
で
あ
る
と
推
測
す
る
か
、
又
は
貧
窮
甚
し
い
者
を
除
い
た
と
見
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
村
か
ら
の
割
宛
で
あ
る
か 

ら
、
後
者
は
あ
り
さ
う
に
な
い
こ
と
で
あ
る
。
調
莶
に
來
た
役
人
が
こ
れ
を
知
つ
て
ゐ
た
か
如
何
か
解
ら
な
い
が
、
所
謂
調
査
が
甚
し 

く
形
式
的
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
十
分
推
測
さ
れ
よ
う
。
フ
諸
色
高
直
、
其
上
御
晝
賄
等
余
斗
御
座
^

故」

の
一
句
は
、
言
外
に
調 

査
役
人
に
對
す
る
饗
應
の
態
度
を
示
し
て
ゐ
る
。

.

上
述
の
如
き
事
情
は
存
し
て
ゐ
る
が
、
大
體
に
於
い
て
上
泉
村
が
大
し
て
貧
村
で
は
な
か
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
例
へ
ば
成
年
男 

子
の
在
村
者
の
比
較
的
多
い
こ
と
、
女
子
の
數
の
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
推
測
し
得
よ
う
。

S

次
ぎ
に
各
人
持
の
田
畑
高
を
明
か
に
し
よ
う
。
文
化
十
四
年
の
分
は
な
い
が
、
そ
の
前
年
、
文
化
十
三
年
の「

田
畑
割
高
帳」

が
あ
る
。 

こ
れ
に
張
紙
が
し
て
あ
つ
て
文
化
十
四
年
の
訂
疋
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
不
幸
に
し
て
、
全
部
の
張
紙
が
存
し
て
ゐ
る
の
か
如
何
か
解
ら 

な
い
か
ら
*

大
體
十
三
年
度
を
基
準
と
し
て
、
左
に
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。

第

ニ

表

(

括
弧
內
は
文
化
十
四
年
度
の
訂
正

)

I

合

計

：

«

#

三
合)

重
給
戴
拾
石

名

稱

田

石

 

1

彌惣
次八
石七
斗贰
升

畑

石

(

九
石
七
斗
五
升
三
合)

淺
右
衞
門

多
左
衞
門 

*

喜

藏

藤

吉

金

兵

衞

勇

藏

重

兵

衞
 

(

お

や

そ〕

八
郞
右
衞
門 

喜
右
衛
門 

五

兵

衛

五
左
衞
門 

傳

七

淸

肋

多

兵

衞

與

兵

衞

四
石
八
斗
壹
升
四
合

ニ
石
ニ
斗
八
升
五
合 

三
石
九
斗
四
合 

三
石
壹
斗
九
升
五
合 

六
石
六
斗
五
升
三
合

壹
石
三
斗1

升
三
合 

十
石
ニ
斗
五
升
八
合 

九
石
七
斗
七
升
四
合 

八
石
四
斗
ニ
升 

五
石
五
斗
壹
合

六
石
九
斗
五
升
九
合

八
石
七
斗
ニ
升
四
合 

(

七
石
五
斗
一
升
四
合)

貳
石
ニ
斗
ニ
升
四
合

八
石
三
斗
二
合

1

石
六
斗
四
升
七
合 

(

五
斗
ニ
升)

六
石
八
斗
三
升
五
合 

(

八
石
ニ
斗
:̂
升
三
合〕

九
斗
九
升
五
合

1

石
七
斗
一
升

七
斗
五
升
六
合

三
石
四
斗
七
升
壹
合 

(

四
石
六
升
壹
合〕

壹
石
壹
斗
貳
升
六
合 

三
石
五
斗
六
升一

合 

五
石
壹
斗
ニ
升
六
合 

碧
九
斗
一
升
ニ
合

五
石
八
斗
壹
升
八
合 

(

五
石
四
斗
九
合〕

ニ
石
六
升
九
合

十
石
三
斗
九
升 

(

十
石
三
升〕

六
石
入
斗
五
升
三
合 

C

六
石 1

ハ
斗
三
升
六
合)

四
石
六
斗
七
升
ニ
合

一
石
六
斗
一
升
五
合 

(
1

石

ニ

斗

九̂
三
^ 1〕

十一

石
六
斗
四
升
九
合 

(

十
三
石一

斗
七
合〕

三
石
ニ
斗
八
升

五
石
六
斗一

升
四
合

三
石
九
斗
五
升
壹
合

十
石
壹
斗
ニ
升
四
合 

(

十
石
七
斗
壹
升
四
合)

ニ
石
四
斗
三
升
九
合 

十
三
石
八
斗
一
升
九
合 

十
四
石
九
斗 

十
四
石
三
斗
三
升
ニ
合

十一

石
三
斗
ニ
升
一
合 

(

十
石
九
斗
壹
合)

九
石
ニ
升
八
合

十
九
石1

斗

一

升
四
合 

(

十
七
石
五
斗
四
升
四
合〕

九
石
六
升
七
冷 

(

八
石
八
斗
六
升)

十
二
石
七
斗
四
合

三
石
ニ
斗
六
升
ニ
合 

(

一
石
八
斗j

升
三
合)

外
、多
左
衞
門
分
預
り 

畑
石
ニ
斗
五
升

(

抹
消〕

外
、
元
右
衞
門
分
引
受 

畑
石
ニ
斗
五
升 

(

な
し)

外
'畑
一
石
一
斗
一一升
預
り

广
な
し)

(

抹
消〕

外

-I

田
六
斗
ニ
升 

畑
一
石
八
斗
四
升
四
合
持
分 

(

右
お
や
そ
分
と
な
る
：

>

外
二
畑
六
斗
九
升
七
合
預
り 

(

右
な
し)

(

內
十
四
年
度
よ
り
畑
七
斗 

三
升
八
合
佐
右
衞
門
へ〕

外
に
三
斗
三
升
預
り

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
柄
濟
の1

端

ニ

ー

(
1
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七〕



德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の一

端

(
1

五1

八)

1718
*
肋

之

丞

{ 

19
直

吉

20
千

松

21
.淺

之

燕
 

22
磯

八

 

23
松

兵

衞
 

24
藤
左
衞
門 

25
半
右
衞
門 

26

源

兵

衞
 

27
吉
左
衞
門 

28

常

七

 

29
吉

藏

 

30

傳
左
衞
門 

31
甚

八

 

32

五
右
衞
門 

33
理
右
衞
門

五
石
四
斗
一
升
一
合 

(

な
し〕

四
石
四
斗
九
升
三
合 

贰
石
八
斗
三
升
九
合

三
石1

斗
三
升
ニ
合 

(

な

し〕

ニ
石
九
斗
七
升
八
合 

ニ
石
九
斗一

一
升
九
合 

ニ
石
八
斗
九
升 

三
石
七
斗
二
升
三
合 

五
石
六
升
三
合 

四
石
六
斗
五
升
三
合 

六
石
七
斗
九
合

七
石
三
斗
一
升
三
合 

三
石
ニ
斗
一
升
八
合 

四
石
四
斗
三
升
六
合 

拾
賫
■石
三
斗
五
升
六
合 

六
石一

一：升
七
合

四
石
ニ
斗
三
合 

(

一
石
ニ
斗
九
升
四
合)

三
石
壹
斗
四
升
三
合

一
石
六
斗
.Eg
，
 

c
1

石
九
斗
七
升)

1

石
五
斗
九
升
八
合 

(

九
斗
五
升
七
合〕

五
石
一
斗
一
升
五
合 

ニ
石一

斗
四
合 

ニ
石
七
斗
三
升
七
合 

ニ
石
ニ
斗
七
合 

1

石
四
斗
ニ
升
五
合 

ニ
石
九
斗
六
升
六
合 

三
石
五
斗
六
升
七
合 

壹
石
五
升
壹
合 

三
石一

斗
八
升
九
合 

一
石
四
斗
八
升一
合 

四
石
八
斗
五
升
八
合 

四
石
七
斗
ニ
升
五
合 

三
石
四
斗一

升

九
石
六
斗
壹
升
四
合 

(

一
石
ニ
斗
九
升
四
合)

七

石

六

斗

三

升

六

合

(

抹
消)

四
石
四
斗
七
升
九
合 

(

四
石
八
斗
一
升)

四
石
七
斗
三
升 

C

九
斗
五
升
七
合
：

>

八
石
九
升
三
合 

四
石
九
斗
四
升
三
合 

五
石
六
斗
ニ
升
七
合 

五
石
九
斗
三
升 

六
石
四
斗
九
升
八
合 

七
石
六
斗
一
升
九
合 

十
石
ニ
斗
七
升
六
合

十
石
五
斗
ニ
合 

四
石
六
斗
九
升
九
合 

九
石
ニ
斗
九
升
四
合 

十
六
石
八
升
一
合 

JL
石
四
斗
四
升
七
合

外

-

1

畑
三
斗
三
升
預>

外

_|畑
ニ
石一

斗
七
升 

四
合
預
リ

外
に
畑
六
斗
三
升
二
合 

田
一
石
七
斗
預
り 

(

な
し)

34
藤

右

®
門 

35
六

之

蒸
 

36

與

右

衞

門 

37
忠

八

 

38

久

左

衞

門

39
源
右
衞
門

40

辰

五

郎

41

新

之

黑
 

42
勇

七

 

43
镅

八

44
多

七

45
寅

松

 

46

-*作右衞門
 

47*

勇

吉
 

代
治
郞

49

惣

七

三
石
三
斗
三
升
九
合

五
石
五
斗1

升
四
合

四
石
六
斗
九
升
六
合

ニ
石
三
S

1
升
ニ
合 

C

一
 

石
四
斗
七
升
九
合)

九
石
七
斗

1

石
七
升
五
合 

(

な
し)

六
石
一
斗
二
升
四
合 

六
石
五
斗
七
升
五
合 

ニ
石
三
斗
九
升

三
石
五
斗
四
升
ニ
合

ニ
石
六
斗
四
升
ニ
合

三
石1

斗
九
升
八
合

ニ
石
五
斗
八
升
九
合

五
石
ニ
斗
三
升
ニ
合 

(

ニ
石
六
斗
四
升
五
合〕

七
石
四
斗
五
升
七
合

1

石

1

斗
八
合

四
斗
七
升
四
合

六
石
六
升
九
合

五
石
六
升
七
合

八
石
六
斗
八
升一

合 

(

九
石
四
斗
七
升
八
合〕

三
石
九
斗
ニ
合 

(

四
石
六
斗
四
升〕

七
斗
五
升
六
合 

(

三
斗
三
升〕

三
石
九
斗
四
升
三
合

一
石
五
斗
一
升
ニ
合

ニ
石
四
斗
八
升
七
合 

(
一

石
九
斗
七
合〕

1

石
ニ
斗
六
升 

四
斗
四
升
壹
合 

三
斗
*
升
四
合 

六
斗
ニ
升1

合 

一
石
四
斗
一
升一

合

一
石
五
斗
五
升
三
合

四
石
四
斗
四
升
七
合

十
一
石
五
斗
八
升
三
合

九
石
七
斗
五
升
八
合

十
一
石
一
升
三
合 

(

十
石
九
斗
五
升
七
合)

十
三
石
六
斗
ニ
合 

(

十
四
石
三
斗
四
合〕

I

石
八
斗
三
升一

合 

C

三
斗
三
升〕

十
石
一
斗
六
升
七
合

八
石
八
升
七
合

四
石
八
斗
七
升
七
合 

(

四
石
ニ
斗
九
升
七
合〕

四
石
八
斗
ニ
合

三
石
八
升
三
合

三
石
五
斗1

升
ニ
合

三
石
ニ
斗一

升

六
石
六
斗
四
升
五
合 

(

四
石
五
升
六
合〕

九
石
一
升

田
八
斗
五
升
八
合
預
り 

(

な
し〕

畑
ニ
石
ニ
斗
ニ
升
五
合 

田
九
斗
七
升
八
合
預
り 

(

な
し〕

三
斗
三
升
は
本
来
の
持
分

C

抹
消〕

畑
六
斗1

升
五
合
預
L 

(

抹
消)

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
鋰
濟
の
一
端

1

二
三

(
1

五一

九)



德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の1

端

四

(

一
五
ニ
0

)

50

善

五

郎

51

圓

滿

寺
 

52

同

寺
光

院
r54

忠
治
右
衞
門 

55

斧
右
衞
門 

56

元
右
衞
門 

57

佐

市

 

53

初

五

郎
 

59

丈

七

60

重
左
衞
門 

61
佐
左
衞
門 

62
*
勝
右
衞
門

63

淸 
64

與 
65

巳 
66
文

治 之

郞 肋 助 藏

三
石
八
斗
九
升
三
合 

(

五
石
三
合)

八
石
五
升
七
合 

三
石
九
升
八
合 

四
石1

斗
三
合 

三
石
五
'4
五
升
五
合 

五
石
ニ
斗
九
升
三
合 

五
石
三
斗
六
升
六
合 

ニ
石
四
斗
五
升
七
合 

三
石
一
斗
九
升
八
合 

七
石
五
斗
七
升
八
合

E
：

石
三
斗
七
升1

合 

八
石
五
斗
五
合

十
三
石
八
斗
ニ
升
ニ
合 

七
石
五
斗
八
升
ニ
合 

七
石
四
斗
一
升
四
合

四
石
五
斗
八
升
一
合

三
石
一
升
五
合

六
石
四
斗
九
升
五
合 

一
石
七
斗
ニ
升
九
合 

1

石
九
斗
！
升
五
合 

三
石
九
斗
ニ
升
三
合 

ニ
石
七
斗
八
升
九
合 

一
石
九
斗
ニ
升
四
合 

三
石
四
斗
ニ
升
九
合 

一
石
一
斗
四
升
八
合 

三
石
七
斗
五
升
九
合

ニ
石
七
斗
七
升
八
合 

五
石
九
斗
三
升
四
合 

四
斗
五
升
三
合 

六
石
ニ
斗
四
合 

ニ
石
七
斗

三
石
六
斗
三
升一

合 

ニ
石
三
斗
九
升
五
合

七
石
四
升
八
合 

(

八
石
一
升
八
合〕

十
四
石
五
斗
五
升
ニ
合 

四
石
八
斗
ニ
升
七
合 

六
石一

升
八
合 

七
石
四
斗
八
升
八
合 

八
石
八
升
ニ
合 

七
石
ニ
斗
九
升 

五
石
八
斗
八
升
六
合 

四
石
三
斗
四
升
六
合 

十

1

石
三
斗
三
升
七
合

七
石
一
斗
四
升
九
合 

十
四
石
四
斗
三
升
九
合

二
十
石
ニ
升
六
合 

十
石
ニ
斗
八
升
ニ
合 

十

一

石
pi
升
一
合

六
石
九
斗
七
升
六
合

大
豆
定
使
給
⑴
小
前
同
樣

故
に
一
石一

升
1
合
割
高

(

抹
消〕

畑
ニ
石
九
斗
四
升 

田
八
斗
六
升一

合
預
り 

(

な
し〕

畑一

石
五
货
六
合 

田
四
斗
ニ
介
九
合
預
り 

(

な
し〕

畑
ニ
石一

斗
四
升
六
合
預
L 

(

な

し)
-

畑
三
斗
七
合
、
田
三
石
九 

斗
三
升
三
合
預
り 

(

抹
消〕

79 7S 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67

八同澤西淺同彥同

右
衞

門

右山
右

衞 
門 門

丘

衞

半同久同 

左
衞

門

r

良 肋

押

切

村

， 

常右衛門
勇同源同惣同林同傳下彥

藏

右

衞
門 藏 門 惣

80

忠
右
衞
門 

81

勇
右
衞
門

八升七合壹
石
ニ
斗
七
升

壹
石
八
斗
六
升
壹
合

壹
石
七
斗
贰
升
五
合

貳
石
四
升
六
八
产
、

ノ 

(

三
石
貳
斗
五
升
六
合〕

六
斗
四
升
六
合

壹
石
三
斗
四
升
三
合

三
石
九
斗
九
升
壹
合 

(

ニ
石
九
斗
四
升
壹
合〕

貳
石
貳
斗
九
升
六
合 

(

三
石
三
斗
四
升
六
合)

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
一
端

八
斗
六
升
四
合 

壹
斗
八
升
八
合 

四
斗
三
升
七
合

壹
斗
四
升
壹
合 

五
斗
壹
升
六
合 

三
斗
六
升
三
合 

壹
石
四
斗
六
升
武
合 

戴
石
六
升
戴
合

四
斗
八
升
貳
合

戴
石
«
斗
八
升
七
合 

(

貳
石
八
斗
三
升
九
合〕

贰
斗
贰
升
七
合 

(

五
斗
八
升
七
合)

八
石
九
斗
壹
升
七
合 

(

九
石
四
升
九
合)

五
石
ニ
斗
壹
升
五
合

貳
石
貳
升
三
合

貳

石

五

斗

^

&

^

洽

ノ 

(

貳
石
四
斗
五
升
壹
合)

九
斗
五
升
一
合

三
石
三
斗
三
升
ニ
合

貳
石
三
斗
四
升
三
合

四
石
壹
升
貳
合 

(

四
石
五
斗
六
升
四
合)

甙
石
貳
斗
七
升
三
合 

(

三
石
八
斗
四
升
三
合)

九
石
五
斗
六
升
三
合 

(

九
石
六
斗
九
升
五
合)

六
石
五
斗
五
升
七
合

六
石
壹
升
四
合
，

(

四
石
九
斗
六
升
四
合〕

四
石
八
斗
壹
升
四
合 

(

五
石
七
斗
九
升
七
合)

八
右
衞
門
引
受

1

ニ
五

(
1

五
ニ
ー〕



德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
練
濟
の一

端 

ニ一

六

(
一

五
ニ
ニ〕 

以
上
が
貢
租
を
課
す
る
際
に
標
準
と
な
る
各
戶
所
有
の
石
高
で
あ
る
。
私
が
こ
V

に
か
な
り
の
煩
雜
に
も
拘
ら
ず
、
敢
て
第
二
表
を 

掲
載
し
た
の
は
、(

1
〕

前
述
の
拙
稿
に
記
載
し
た
出
奔
人
の
件
に
っ
き
，(

ニ)

又
同
論
文
に
記
載
し
た
持
高
變
化
に
っ
い
て
、
新
し
く 

多
少
の
說
明
を
加
へ
得
る
が
た
め
で
あ
り
、
又(

三)

以
下
述
べ
ん
と
す
る
負
擔
の
問
題
に
っ
い
て
は
某
礎
的
な
も
の
と
な
る
が
故
で
あ 

る
。
先
づ
第
一
の
點
に
つ
い
て
說
明
し
て
置
く
。

本
誌
六
月
號
に
揭
載
し
た
拙
稿
第
三
節
に
述
べ
た
文
化
士
丁
三
年
に
於
け
る
八
軒
の
出
奔
人
中
、

こ
、
に
そ
の
者
の
名
稱
又
は
後 

繼
者
の
名
稱
を
以
っ
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、*

印
を
附
し
た(

4

X
I8
X

46
X

47
X

48
X
62
X

67)

の
七
軒
で
あ
る
。

こ
の
七
軒
の
內 

で(

4

X
18
X
46
X

47)

の
四
軒
は
文
化
十
四
年
度
に
於
い
て
白
紙
を
添
附
し
て
、
抹
消
し
て
あ
る
。

こ
れ
は
明
か
に
一
戶
と
し
て
貢
租 

の
負
擔
に
耐
へ
ず
、
經
濟
的
に
獨
立
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に(

62)

を
見
る
と
、
人
別
帳
の
戸
主
た
る
治
郞
兵
衞 

の
名
の
代
り
に
-
父
勝
右
衛
門
の
名
と
な
り
、
表
面
の
全
石
高
は
、
田
石
、
三
石
八
斗
八
升
四
合
*

畑
石
、
S

石
九
斗
ニ
升
八
合
を
有 

す
る
の
に
、
田
は
全
部
久
左
衞
門
持
に
な
り
、
畑
は
壹
石
四
斗
七
升
五
合
だ
け
重
左
衞
門
持
に
な
っ
て
、
殘
り
の
僅
か
四
斗
五
升
三
合 

だ
け
が
勝
右
衛
門
の
割
高
と
な
つ
て
ゐ
る
。
明
か
に
戸
主
出
奔
の
原
因
が
經
濟
的
困
窮
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
次
ぎ
に 

(

67)

の
彥
惣
の
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
名
儀
は
出
奔
人
た
る
彥
惣
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
實
際
の
割
高
が
九
斗
五
升1

合
に
減
じ
て
ゐ
る 

(

表
固
上
は
六
石
五
斗
六
升
六
合
の
高
持)

の
を
見
て
も
，
彼
の
出
奔
が
同
じ
く
經
濟
的
窮
乏
に
あ
る
こ
と
が
解
る
。
九
斗
五
升
一
合
は 

恐
ら
く
淺
さ
れ
た
家
族
に
依
っ
て
維
持
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
ぅ
。
唯
殘
り
の(

48〕

代
治
郞
の
持
分
に
っ
い
て
は
解
ら
な
い
。
總
髙
は 

ニ
石
六
斗
ば
か
り
減
少
し
て
は
ゐ
る
が
、
彼
に
は
全
く
家
族
が
な
い
。
何
人
が
四
石
五
升
六
合
の
高
を
持
續
し
た
の
か
。
恐
ら
く
彼
自

身
が
立
歸
つ
て
來
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
等
の
點
は
貢
租
負
擔
者
を
明
か
に
す
る
と
多
少
判
明
す
る
。
後
に
述
べ
る
。 

以
上
の
外
に
、
十
三
年
ょ
り
十
四
年
に
か
け
て
、
出
奔
人
た
る
こ
と
が
明
瞭
な
者
に
、(

17
3
及
び
C

5)

が
あ
る
。(

5 )
Q

方
は
如
何
な 

つ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、(

17)

の
方
は
磯
七
な
る
者
に
一
家
を
立
て
さ
せ
て
ゐ
る

。

以
上
の
外
、(

3

X
58
X
66)

の
如
く
文
化
十
四
年 

度
に
於
い
て
、
抹
消
さ
れ
て
ゐ
る
者
は
、
恐
ら
く
出
奔
又
は
人
跗
帳
に
現
れ
ざ
る
理
由
で
、
そ
の
持
高
を
失
な
つ
て
し
ま
つ
た
者
で
あ 

ら
ラ

o
次
ぎ
に
第
二
の
點
に
つ
い
て
述
べ
る
。
前
掲
論
文
第
艽
節
に
於
い
て
は「

人
別
帳」

に
記
さ
れ
た
る
持
高
に
依
つ
て
各
家
の
變
遷
を
述 

ベ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
も
注
意
し
て
置
い
た
や
ぅ
に
、
必
ず
し
も
そ
の
記
載
せ
る
石
高
に
信
賴
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で 

今
實
際
の
經
濟
力
と
比
較
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
、
文
化
十
T
O年
度
の「

人
別
五
人
組
帳」

は
ニ
册
も
あ
る
に
拘
ら
ず
、
何 

れ
も
單
に
高
持
百
姓
と
の
み
記
し
、
精
確
の
數
字
を
掲
げ
て
ゐ
な
い
。
從
つ
て「

人
別
帳」

の
示
す
石
高
と
實
際
の
石
高
と
の
差
違
を
精 

密
忙
は
知
り
得
な
い
。
今
第
二
表
に
掲
げ
た
石
高
を
前
掲
論
文
の
分
類
と
同
様
に
、
大
中
小
の
三
農
に
分
か
つ
て
見
る
と
、
次
ぎ
の
如 

t

結
果
を
得
ら
れ
る
。

第

三

表

大

農

 

中

農

 

小

農

年

度

3

 

I

-E
1

3

 

I

 

3

鹄

煙

s

Is
装

I

總
計

文

化

十

三

年

o

〇

一

一

 

五
一
七
ニ
六
四
八
一
六
三
一
九
六
八

 

文
化
十
四
年
〇

〇

1
1

 

三

1

八二
三四
四

1
!

四

1

五
六

o

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
1
端 

1

ニ

七

(
1

五
ニ
三)



德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
のI

端 

ニ一

八

(
1

五11

四)

以
上
は
寺
院
及
び
他
村
の
者(

68

よ
り
77

ま
で〕

を
省
略
し
た
淺
部
に
づ
い
て
見
た
の
で
あ
る
。
唯「

人
別
帳」

と
異
な
り
、
持
高
な
き 

者
の
数
は
こ
れ
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

こ
れ
を
前
掲
論
文
の
表
と
比
較
す
る
と
、
大
農
の
著
し
い
減
退
が
そ
の
特
徵
で
、
略
i 

同
様
の
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
後
に
述
ぶ
る
が
如
く
、
實
際
上
に
於
い
て
は
小
農
が
大
農
に
漸
次
に
併
合
さ
れ
て
ゐ
る
ら
し
い

。
又 

文
化
十
四
年
度
だ
け
を
見
る
と
、
前
年
度
よ
り
著
し
い
衰
類
を
示
し
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
同
年
が
"

後
に
述
ぶ
る
が
如
く
、
旱
魃
の
年 

で
あ
つ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
な
ほ
-1
田
畑
高
帳」

に
依
つ
て
多
少
の
變
遷
は
知
り
得
る
が
、

こ
れ
は
他
の
機
會
に
譲
る
。

.

以
上
は
文
化
十
四
年
度
の
文
書
類
に
依
つ
て
、
大
體
前
揭
論
文
を
補
足
し
た
の
で
あ
る
が
，
さ
ら
に
進
ん
で
同
年
に
於
け
る
同
村
の 

年
貢
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
說
明
を
試
み
よ
ぅ
。

四

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
の
負
擔
の
主
要
な
る
部
分
が
そ
の
土
地
よ
り
の
生
産
物
に
對
す
る
貢
租
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い 

が
、
そ
れ
以
外
に
幾
多
の
稅
や
費
用
が
賦
課
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
等
の
殆
ど
す
ベ
て
が
、
第
三
表
に
示
し
た
石
高
に
比
例
し
て
、
す
べ 

て
の
高
持
百
姓
に
賦
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
石
高
の
少
なS

百
姓
ほ
ど
負
撸
は
重
く
な
る
。
又
寺
領
と
か
神
領
と
か
は
、
こ
の 

割
宛
の
あ
る
も
の
か
ら
は
免
れ
る
。
同
表
の(

51
X
53)

が
そ
れ
に
當
る
。(

52)

は
寺
持
で
は
あ
る
が
本
来
の
寺
領
で
は
な
く
、
恐
ら
く 

百
姓
に
金
を
貸
し
、
終
に
流
地
に
で
も
な
つ
た
も
の
で
あ
ら
ぅ
。
從
つ
て
諸
負
擔
を
分
擔
す
る
。
神
領
や
寺
領
が
多
け
れ
ば
多
い
だ
け
、 

そ
れ
だ
け
百
姓
の
負
擔
は
增
す
こ
と
に
な
る
。
又
出
奔
人
が
あ
る
と
、
矢
張
り
全
體
に
對
す
る
割
宛
は
增
大
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

今
上
泉
村
の
村
高
を
見
る
と
、
田
石
合
三
百
艽
拾
三
石
九
斗
貳
升
八
合
> 

畑
石
合
貳
百
四
拾
壹
石
六
斗
九
升
六
合
、
锻
高
五
百
九
拾

五
石
八
斗
八
升
四
合
で
あ
る
。

こ
の
中
か
ら
名
主
の
手
當
と
し
て
與
へ
ら
れ
る
二
十
石
と
、
寺
の
持
高
拾
九
石
艽
斗
五
升
貳
合
と
を
差 

引
と
、
五
百
五
拾
六
石
貳
斗
九
升
六
合
で
あ
る
。
從
つ
て
も
し
高
拾
石
の
百
姓
な
ら
ば
*
約
五
十
六
分
の一

弱
の
負
擔
を
な
せ
ば
ょ
い 

こ
と
に
な
る
。
然
る
に
實
際
に
於
い
て
は
そ
れ
以
上
に
な
る
。
即
ち「

近
来
潰
株
幷
出
奔
百
姓
持
分
、
村
惣
作
分
割
出
ヲ
拔J

く
た
め
、 

文
化
十
四
年
改
の
割
高
は
四
百
六
拾
七
石
九
斗
四
升
萱
合
と
算
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
從
つ
て
拾
石
高
の
百
姓
は
艽
十
六
分
の
一
で

は

な

く

、 

約
四
十
七
分
の
一
の
負
^

を
な
す
こ
と
に
な
るo

し
か
も
上
記
の
高
は
必
ず
し
も
役
所
か
ら
指
定
す
る
高
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

今
便
宜
上
先
に
文
化
十
四
年
の
年
貢
割
付
決
定
の
通
知
を
左
に
掲
載
し
て
置
か
ぅ
。
因
み
に
こ
の
年
は
定
免
で
は
な
く
、
撿
見
取
で
あ 

る
**「

高
六
百
三
拾
九
石
艽
斗
五
升
七
合

內四拾三石九斗

一

ニ
升
四
合
無
地
高 

上
田
拾
或
町
九
反
四
畝
步

內
貳
反
七
歃
步 

當
丑
旱
損
-j
l
 

殘
拾
贰
町
六
反
七
畝
步

l
y
u 

.

-L
入

i
 

111

U?

三
献
步 

反
七
斗
三
升
取 

拾
貳
町
六
反
四
畝
步
撿
見
取

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
'

1

孀
：
 

一

二

九

(

一
五
こ
五〕



德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
一
端 

中

田

八

町

五

反

壹

畝

六

步.

內
四
反
五
畝
步 

.

當
■

損
引 

淺
八
町
六
畝
六
步 

撿
見
取 

下
田
拾
町
貳
反
七
献
戴
拾
六
步 

■

此

.訣

四
畝
貳
拾
四
步 

反
三
斗
取 

拾
町
戴
反
三
献
戴
步 

檢
見
取 

上
畑
八
町
七
反
八
献
剪
拾
七
步

內
三
町
三
反
五
畝
貳
拾
步
半
當
丑
旱
損
半
毛

-J
I
 

殘
五
町
四
反
三
畝
六
步
半 

反
貳
百
文
取 

中
畑
拾
三
町
壹
反
四
畝
拾
貳
步

內
五
町
®
反
貳
畝
八
拾
六
步
半
當
丑
旱
損
半
毛
引 

淺
八
町
寰
畝
拾
五
步
半 

反
百
六
拾
文
取 

下
畑
拾
七
町
四
反
七
畝
貳
拾
六
步

內
五
町
五
反
七
歃
步
半 

當
丑
旱
損
半
毛
引

1

三
o

(
一

五
ニ
六)

琰
拾
鱟
町
九
反
貳
拾
五
步
半 

:

此

譯
 

.

八
町
四
反
八
畝
拾
九
步 

ぼ

a

拾
九
文
取 

九
町
四
反
貳
畝
六
步
半 

反
百
貳
拾
文
取
. 

屋
舖
貳
町
三
反
七
畝
拾
八
步 

反
貳
百
文
取 

取
米
グ
百
四
拾
七
石
艽
斗
四
奸
四
合

內
壹
石
四
升 

名
主
給
引 

殘
米
百
四
拾
六
石
五
斗
四
合

此
俵
四
百
拾
八
俵
五
分
八
厘
三
毛
但
三
斗
五
升
入 

一
米
四
石
S

八
升
六
合
ロ
米
組

.
51
&

^

 

此
俵
拾
爱
俵
三
分
貴
厘
四
毛 

取
永
Z
四
拾
賞
八
百
六
拾
六
文

一
永
置
貫
或
百
七
拾
七
文 

ロ

永
 

一
永
S

貫
八
百
五
拾
文 

駒
ロ
永 

1

永
拾
五
文 

川
役
永

.

德
川
時
代
に
於
'
け
る
農
村
經
濟
のI

端

-一
三1

(
一

五
ニ
'

七)



端夫

永

大
S

代
引

但
三
斗
五
升
入 

當
丑
旱
損
_
1付
御
買
上
用
捨

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
一
端 

1

三
ニ 

a

五
二
八)

一
永
五
貫
三
拾
貳
文 

夫

永
 

永
合
四
拾
九
貫
四
拾
文

內
百
五
文 

大
S

代
引 

.此
大
豆
四
斗
七
升
貳
合

此俵壹俵三分四厘九毛但三斗五升入 

外
大
豆
五
石
壹
升
八
合 

當
丑
旱
損
-

1

付
御
買
上
用
捨 

殘
永
四
拾
八
貫
九
百
三
拾
五
文

米
四
百
煎
拾
九
俵
八
分
九
厘
七
毛 

納
合
永
四
拾
八
貫
九
百
三
拾
五
文 

大
互
萱
俵
三
分
四
厘
九
毛 

外

米 

S

 四
分 

I

s

 

運

賃

組

II
li
li
AS 

大
豆
贰
厘 

運
賃
組
右
同
斷 

右
者
當
丑
年
御
取
箇
書
面
之
通
昨
大
小
百
姓
立
會
無
高
下
割
合
之
霜
月
中
急
度
可
致
皆
濟
者
也」

こ
の
年
は
右
割
付
に
も
ぁ
る
ゃ
ぅ
に
、
旱
魃
が
相
當
甚
し
か
つ
た
ら
し
5

0

六

月

十

五
.0
に
は
地
方
役
所
か
ち
4

打
續
旱
魅
ニ
而

此
度
於
野
木
明
神
-一
今
十
五
日
彳
來
ル
廿
ー
日
迄
雨
乞
御
祈
禱
被
仰
A

間
、
興
旨
柑
心
得
、
小
前
之
者
共
迄
不
涑
捂
可
申
渡
LT
V
、
尤
參 

詣
之
義
ハ
勝
手
次
第
可
致
昨」

と

達
し
た
く

ら

ゐ
で
あ
つ
た
。
し
か
し
夏
成
永
は
こ
れ
と
關
係
な

く

收
納
さ
る
、
も
の
で
あ
る
か
ら
、
六 

月
十
.二
日
付
で
廿
六
日
に
納
付
す
べ
き
旨
が
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
上
泉
村
で
は
十一

日
に
す
で
に
割
宛
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ 

し
て
期
日
通
り
に
役
所
に
納
付
し
て
ゐ
る
。
總
金
額
金
貳
拾
壹
兩
貳
分
と
錢
百
拾
七
文
で
あ
る
。
し
か
し
す
ベ
て
の
百
姓
が
完
納
し
得 

た
わ
け
で
は
な

い

o
こ
れ
を

表
に
作
成
す
る
と
次
ぎ
の
如
く
に
な
る
1(

因
み
に
永
は
標
準
割
宛
で
、

一
貫
文
で
一
雨
で
あ
る
。
こ

の

六 

月
の
錢
相
場
が
七
貫
文
で
一
兩
で
あ
る
か
ら
、
永
一
文
は
錢
七
文
に
當
る
。

頭
書
の
番
號
は
第
二
表
の
も
の
に
準
ず
る
。
以
下
す
ベ
て 

同
じ
、

永

1

八
百
三
十
文
六
分 

2

七
百
六
十
九
文
三
分

3 

-
-
-
-

4
 

-
-
-
-
-
-
-

5

九
十
八
文 

6

四
西
文
八
分

-

第

四

表

金

額

 

金
三
分
ト
五
百
六
十
四
文 

金
三
分
ト
百
三
十
五
文

錢
六
百
八
十
六
文 

金
壹
分
贰
朱
二
百
三
十
一
文

備

考

S

百
四
十
贰
文
四
分
金
ニ
朱
百
廿
ニ
文

德
川
時
代
に
於
け
る
農
梓
經
濟
の
一
竭

四
百
文
佐
左
衞 

門
納(

61)

五
百
九
十
四
文 

傳
七
納(

13〕

永

9

五
百
三
拾
五
文
五
分 

10
五
百
貳
拾
文 

11
五
百
貳
拾
文 

12
百
八
拾
六
文
三
分 

13
八
百
十
三
文
五
分 

14

*
六
百
五
十
六
文
六
分 

15

七
拾
文
七
分

16

百
三
拾
六
文 

17
七
拾
九
文
六
分

金

額

 

備 

金
貳
分
貳
百
四
十
九
文 

金
貳
分
百
四
十
文 

金
貳
分
百
四
十
文 

金
貳
朱
四
百
廿
九
文 

金
三
分
ト
四
百
四
拾
五
文 

金
貳
分
贰
朱
貳
百
贰
十一

文 

錢
四
百
九
拾
文
五
分

金
ニ
朱
七
十
七
文 

錢
五
百
五
十
七
文

1

三

三

(
1

五
ニ
九〕

考

I

四
文



21 20 19 18

德
川
.
時
代
ビ
於
け
、る
農
村
經
濟
.
の.
一
端
.
.
.

戴
百
六
文
.

金
戴
朱
碧
六
十
七
文
$
年賦上納
 

百
廿
五
文 

金
貳
朱 

彳

.

四
百
八
拾
四
文
金
壹
分
貳
朱
七
百
五
十
六
文

22
百
九
十
ニ
文 

23
*
贰
百
八
十
四
文 

24
貳
百
七
拾
贰
文 

25
貳
百
八
十
六
文
三
分 

26

*
戴
百
六
十
七
文 

27
三
百
九
文 

28

九
十
六
文 

29
贰
百
五
十
文 

30

百
五
拾
壹
文 

31

*
四
百
戴
十
一
文 

32

四

百
^:
十

二

文 

33*

三
百
八
拾
六
文
五
分 

34
百
七
文 

35
三

揎

安 

36

四
百
八
拾
七
文 

37
.
五
百
五
拾
六
文 

38

九
百
三
十
四
分
九
分 

39
六
百
せ
十
四
文
六
分

金
貳
朱
四
百
六
十
九
文 

金
壳
分
貳
百
三
十
八
文 

金
壳
分
百
五
十
四
文 

金
壹
分
貳
百
六
十
六
文 

金
壳
分
百
十
九
文 

金
壹
分
ト
四
百
十
三
文 

錢
六
百
七
十
ニ
文 

金
*
分

金
貳
朱
百
八
十
ニ
文 

金
壹
分
ニ
朱
三
百
廿
ニ
文 

金
壹
分
ニ
朱
三
百
廿
九
文 

金
壹
分
貳
朱
八
拾
赍
文 

錢
七
百
四
十
九
文 

錢
戴
百
三
十
一
文 

金
壹
分
貳
朱
七
百
八
十
四
文 

金
貳
分
三
百
九
十
ニ
文 

金
三
分
ニ
朱
四
百
十
九
文 

金
貳
分
贰
朱
三
百
四
十
七
文

40

百
三
拾
四
文
九
分 

41

三
百
六
拾
六
文 

42

*
百
六
十
六
文 

43
*
百
八
拾
五
文
九
分 

44
百
拾
七
文 

45
六
十
文
六
分 

46—47
I

 

48

百
五
拾
文 

49*

百
六
十
文 

50

*
百
七
十
一
文 

51

五
百
六
十
文 

52

貳
百
二
十
七
文 

53
百
六
十
一
文 

54
三
百
五
十
二
文 

55*

戴
百
四
十
一
文 

56

百
八
十
八
文
七
分 

570
贰
酉
七
拾
査
文 

58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

59
六
百
廿
貳
文
七
分 

60

,
四
百
文
3 1
.

分
.

1

三
四

金
-:
朱

六

十

九

文

金
壹
分
八
百
十
二
文 

金K

朱
貳
百
八
十
七
文 

金
ニ
朱
四
百
廿
六
文 

錢
八
百
拾
九
文 

錢
四
百
廿
四
文

金
ニ
朱
百
七
十
五
文 

金
ニ
朱
二
百
四
十
五
文 

金
ニ
朱
三
百
六
十
九
文 

金
貳
分
四
百
廿
文 

金
ニ
朱
七
百
十
四
文 

金
ニ
朱
戴
百
五
十
二
文 

金
壹
分
七
百
十
四
文 

金
貳
朱
八
百
十
四
文 

金
ニ
朱
四
百
四
十
六
文 

金
壹
分
百
四
十
七
文

金
貳
分
ん
百
五
拾
九
文 

‘金
壹
分1

1

於k

七
十
九
文

(
1

五
三
〇〕

嘉
藏
納

內
三
百
十
七
文 

元
右
衞
門(

56〕

納

內
百
五
十
二
文 

お
で
ん
勇
右
衞
門 

納

81 80 79 78 77 76 75 74 73 72

三
拾
七
文 

百
三
十
三
文

錢
貳
首
五
十
九
文 

金
ニ
朱
五
十
六
文

贰
百
七
拾
文 

八
拾
九
文
贰
分 

七
百
七
拾
貳
文 

四
百
九
拾
九
文
五
分 

百
九
拾
壹
文 

三
百
三
客
雰

金
壹
分
百
四
十
文 

錢
六
百
廿
四
文 

■金
三
分
百
五
十
四
文 

金
威
分
.

金
貳
朱
四
百
六
十
ニ
文 

金
壹
分
三
百
七
十
ニ
文

藍

十
四
文

61
六
百
廿
六
文
1
ニ
分 

62
三
拾
七
文
五
分 

63
五
百
甙
十
六
文 

64
甙
百
廿
六
文 

65
*
三
西
廿
八
文 

66——67
八
拾
文
四
分 

68
拾
八
文
三
分 

69
四
拾
文 

7a
拾
五
文 

71

.
五
拾
五
文

金
貳
分
ニ
朱
九
十
壹
文 

錢
二
百
六
十
三
文 

金
貳
分
百
八
十
ニ
文 

金
ニ
朱
七
百
七
文
.

金
壳
分
五
百
四
十
六
文

錢
五
百
六
拾
三
文
■ 

錢
百
贰
拾
八
文 

錢
贰
百
八
拾
文 

錢
百
五
文 

錢
ー
ー
一
百
八
拾
五
文

右
の
中
*
印
を
附
し
た
者
は
完
納
し
な
か
つ
た
と
思
は
る
、
者
で
、

十
一
を
算
へ
る
が
、
全
體
の
ー
割
艽
步
に
當
る
。

七
月
に
な
っ
て
畑
方
の
撿
見
が
な
さ
れ
た
。
地
方
役
所
か
ら
次
ぎ
の
如
き
命
令
が
發
せ
ら
れ
た
。
：

「
一

人
足
七
人

越路
金藏

 

.

川岸
惣藏

 

, 

.西村
角
太
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■

齋
藤
吉
左
衞
門

堀
越
門
左
衞
門

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の1

端 

ー

ー

ー

云

(
一

五
三1

〕



德
川
時
代
に
於
げ
る
農
村
總
濟
，の
一
端 

一

三

六

(

一
五
三
ニ)

右
者
其
村
5
畑
方
見
分
と
し
て
、
明

廿

I

日
差
ロ 

-
1

て
朝
五
ッ
時
出
宅
致
出
役
昨
間
、
案
內
幷
書
面
之
人
足
差
出
可
申
外
、
且
其
外 

歎
札
等
建
置
、
小
前
帳
取
調
，
諸
事
差
支
無
之
樣
取
計
置
可
被
申
昨
•

休
伯
之
儀
者
前
夜
泊
Z

可
申
觸
办
己
上」

こ
れ
は
勿
論
秋
作
に
對
す
る
見
分
で
あ
ら
ぅ
。
田
方
に
對
す
る
最
初
の
觸
書
は
八
月
廿
日
地
方
役
所
か
ら
出
て
ゐ
る
。

「

當
丑
田
方
早
稻
中
稻
晚
稻
見
定
之
上
、

九
月
五
日
迄n

定
納
請
書
可
差
出
昨
、

尤
撿
見
皆
損
無
根
付
田
見
分
願
出
昨
村
方
は
村
役 

人
百
姓
代
立
會
入
念
内
見
い
た
し
、
右
日
限
迄
之
內
願
書
可
被
差
出
昨
、
併
少
i

之
損
毛
有
之
村
方
_
1而
見
分
可
相
願
存
志-I

而
も
、 

內
見
濟
迄
麥
作
仕
付
手
後
は
勿
論
諸
入
用
費
在
之
間
敷
事
に
も
無
之
、
百
姓
共
見
分
可
相
願
存
志
之
村
方
は
此
段
得
と
勘
辨
の
上
願 

書
可
差
出
阼
己
上」

上
泉
村
は
こ
の
年
の
旱
損
が
か
な
り
甚
し
か
つ
た
の
で
、
見
分
を
願
出
で
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
九
月
艽
日
廻
村
の
四
日
前
、
朔
日

に
左
の
如
き
觸
書
が
到
達
し
た
。

「

其
村
2

爲
廻
村
明
後
四
日
頃
彳
、
役
々
出
役
有
之
れ
間
、
左
様
相
心
得
、
極
老
孤
獨
長
病
人
、
極
貧
ニ
而
雨
露
之
凌
も
相
成
兼
昨
も

の
共
、
幷
當
春
廻
村
後
養
子
緣
組
飛
入
百
姓
子
育
御
救
御
手
當
被
下
办
も
の
共
、
見
分
有
之
昨
間
、
夫
々
取
謌
有
無
之
段
、
メ
前
泊
江 

書
付
可
差
出

昨
，

-
「
一

當
春
中
、
損
地
手
續
相
願
置
候
村
と
、
此
度
廻
村
之
節
見
分
有
之
办
間
、
見
聞
相
願
置
候
村
i
 -1

而
者
、
畝
札
小
前
帳
取
調
、
諸 

直
差
支
無
之
様
、
用
意
可
致
昨
、
猶
又
日
限
林
段
等
之
儀
者
取
究
前
以
相
申
办
以
上」

、

廻
村
は
單
に
旱
損
等
の
見
分
の
み
な
ら
ず
、一

村
の
救
貧
視
察
を
も
兼
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。

こ

、
に

一

寸
注
意
し
て
置
く
こ
と
は
*

こ
の
廻
村
範
圍
が
宗
門
改
の
時
の
寄
村
と
相
異
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
範
囡
は
新
波
村
、
近
間
田
村
ブ
中
疆
村
、
下
泉
村
、
上 

•泉
村
、
小
林
村
、
東
水
代
村
と
な
つ
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
九
月
四
日
に
な
っ
て
、
五
人
の
役
人
が
翌
五
日
朝
六
ッ
半(

午
前
七
時
頃)
出
宅 

す
る
か
ら
*

名
主
、
年
寄
費
兩
人
に
、
百
姓
寰
兩
人
、
百
姓
代
®

兩
人
"

印
形
持
參
出
張
，
又
人
足
拾
萱
人
準
備
し
て
置
く
こ
と
を
觸 

れ
て
ゐ
る
。
五
日
新
波
村
が
晝
賄
、
押
切
村
泊
り
、
宿
賄
を
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

か
く
て
九
月
に
な
る
と
國
役
及
び
御
藏一

二
役
の
割
付
が
定
る
。
國
役
は
前
年
度
子
の
年
の
分
で
、
金
®
兩
三
分
ニ
朱
と
錢
六
百
八
拾 

貳
文
、
御
藏
三
役
の
方
は
金
壹
兩
と
錢
壹
貫
六
百
八
拾
文
で
あ
っ
た
。
大
體
御
藏
前
入
用
は
高
百
石
に
付
永
貳
百
艽
十
文
ぐ
ら
ゐ
で
あ 

る
が
、
こ
の
場
合
上
泉
村
が
村
高
六
百
三
十
九
石
と
し
て
計
算
す
れ
ば
、
少
し
®

い
や
ぅ
で
あ
る
o(

但
し
錢
相
場
雨
に
七
貫
文
と
し
て)

。 

し
か
し
實
際
の
割
付
石
高
は
前
述
の
如
く
四
百
六
拾
七
石
九
斗
四
升
壹
合
で
あ
る
か
ら
、
結
局
普
通
ょ
り
高
く
な
ら
ぅ
。
さ
て
前
記
の 

兩
者
を
合
せ
て
、
貳
兩
三
分
貳
朱
と
錢K

貫
三
百
六
十
六
文
、
こ
れ
を
錢
に
換
算
し
て
、
M

拾
貳
貫
四
百
九
拾
壹
文
、
高
豐
石
に
っ
き 

四
拾
八
文
づ
っ
の
負
*

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
朝
鮮
聘
使
に
關
す
る
阈
役
高
褂
b

金
、
壹
兩
壹
分
と
永
五
拾
貳
文
四
分
六
厘
八
毛
、
及
び 

前
年
子
年
御
藏
修
覆
褂
り
割
落
し
、
壹
貫
九
百
六
拾
五
文
、
合
計
錢
拾
貴
貫
九
拾
艽
文
、
こ
の
割
費
石
に
っ
き
或
拾
四
文
と
計
算
さ
れ 

た
。
從
っ
て
合
計
金
四
兩
三
分
と
錢
三
百
三
拾
六
匁
と
な
K

0
作
左
衞
門
が
各
々
か
ら
取
立
て
惣
代
に
渡
し
た
總
金
額
は
金
三
兩
三
分 

ニ
朱
で
、
三
分
貳
朱
と
錢
三
百一

ニ
十
六
文
は
名
主
の
負
*

と
な
る
。
各
次
の
割
宛
は
次
ぎ
の
如
し
。

第

五

表

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
鯉
濟
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娥 

ー

三

七

(
J

五
三
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42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 S2 31 30 23 28 27 26 25 24 23 22

21  20 19 18 17 16 15 14 13 12 1 1 1 0  9 8 7 6 5 4 3 2  1

1

三
八

(
1

五
三
四)

國
役
及
番
給 

二
百
三
十
七
文 

貳
百
七
十
文 

贰
百
八
十
五
文 

三
百
十
二
文 

三
百
六
十
六
文 

四
百
九
揞
三
文 

五
十
文 

五
百
，四
文 

«
百
戴
拾
六
文 

四
酉
四
拾
六
文
' 

七
酉
七
拾
貳
文 

四
百
五
拾
四
文 

贰
百
拾
四
文 

贰
拾
貳
文 

五
：白
五
拾
六
文
，
 

四
百
九
拾
三
文 

五
百
廿
六
文 

六
百
八
拾
六
文 

十
六
文

四
百
八
拾
八
文 

三
百
八
拾
八
文

■

州

國

役 

百
拾
九
文 

百
三
拾
五
文 

百
四
拾
三
文 

百
五
拾
六
文 

百
八
拾
八
文 

«
百
五
拾
八
文 

1
1

十
五
文 

貳
百
五
拾
文
‘ 

百
拾
三K

 

甙
百
貳
拾
三
文 

三
百
八
拾
五
文 

戴
百
戴
拾
七
文 

百
七
文 

拾
^
文

贰
百
七
拾
八
文 

贰
百
五
十
八
文 

威
百
六
十
三
文 

三
百
四
十
三
文 

八
文

貳
百
四
十
四
文 

.
百
九
拾
四
文

備

考

善
治
郞
納

吉
左
衞
門
納

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
越
濟
の
一
端

名
主 備  

考

國
役
及
番
給 

六
百
四
拾
壹
文

戴
百
戴
文 

五
百
拾
四
文

八
拾
四
文 

七
百
拾
六
文 

六
百
八
拾
八
文 

五
百
四
拾
一

II

文 

四
百
拾
三
文 

八
百
四
拾
貳
文 

四
百
貳
拾
五
文 

三
拾
六
文
？

) 

八
拾
七
文 

六
拾
戴
文

贰
百
三
十
耷
文 

四
拾
三
文 

三
百
八
拾
八
文

對

蜊

國

役 

三
百
二
十
一
文

.
百
壹
文 

贰
百
拾
.七
文

四
洽
四
文 

三
百
五
拾
八
文 

三

百

四

拾
！
：

文 

at
百
七
拾
武
文 

戴
百
拾
七
文■

, 

四
百
貳
拾
奢：

文 

贰
西
拾
三
文 

拾
八
文 

四
拾
四
文 

三
拾
壹
文

百

拾

六

文

. 

«:
拾
戴
文 

百
九
拾
四
文

外
二
三
百
卅
ニ 

文
淸
藏
分

セ
ん
納

44 43

81 S0 79 7S 77 76 75 74 73 72 71 70 69 6S 67 -66

家
百
«
文 

貳
苗
三
十
文

45

百
四
拾
八
文 

10
?

—
—

#7
:—

I
 

4S
百
れ
拾
五
文 

49

四
百
三
拾
贰
文 

50

三
百
八
拾
五
文

5
 

I

52

貳
M-
三
拾
贰
文 

53
四
十
九
文 

54
三
百
六
拾
文 

55
三
百
八
拾
八
文 

56

三
茛
五
拾
文 

57
贰
百
八
拾
三
文

(&
 

-
»
-
f
. 

I

59
五
百
四
ね
四
文 

60

三
酉
四
拾
四
文 

61
六
百
九
拾
四
文 

62
贰
拾
贰
文

四
拾
六
文 

九
文 

戴
拾
壹
文 

七
文 

廿
六
文 

廿
六
文 

七
拾
文 

百
六
拾
文 

百
拾
贰
文 

貳
百
拾
九
文 

百
九
拾
贰
文 

四
百
六
拾
五
文 

三
百
廿
七
文 

贰
百
三
拾
八
文 

«:
百

七

拾

八

文

甙
拾
三
文 

五
文 

拾
壹
文
，

四
文 

十
三
文
'

三
拾
五
文 

■七
拾
八
文 

五
拾
贰
文 

百
拾
文 

九
拾
四
文 

貳
百
三
拾
三
文 

百
六
拾
貳
文 

百
拾
九
文 

百
三
拾
九
文

百
三
文 

百
拾
五
文 

七
拾
威
文

久
五
郞
納

百
文

貳
百
拾
六
文 

百
九
拾
貳
文

百
拾
六
文 

貳
拾
五
文 

百
八
拾
文 

百
九
拾
四
文 

百
七
拾
五
文 

百
四
十
戴
文

贰
百
七
拾
贰
文 

百
六
拾
八
文 

三
百
四
拾
六
文

拾
壹
文

丈
八
納

63
九
百
六
拾
蠻
文 

四
百
八
拾
豐
文 

64
四
百
九
拾
四
文 

貳
百
四
拾
七
文 

65
五
西
七
十
文 

贰
百
六
拾
四
文

以
上
の
割
付
に
つ
き
、
各
戶
に
變
化
が
あ
つ
た
た
め
か
、

一 

ニ
不
審
に
思
は
る
i
も
の
が
あ
つ
た
が
、
暫
く
そ
の
ま
-
に
し
て
置
い 

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
一
端 

ニ

ー

一

九

C
1

五
=
;五)



SO 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

永 

金

額

 

備

考
 

七
十
文 

錢
四
百
九
十
文 

四
十
文 

錢
貳
百
八
十
文

百
三
文 

錢
七
百
廿
一
文 

五
十
文 

錢
三
百
五
十
文 

貳
百
四
十
貳
文 

金
ニ
朱
八
百
拾
九
文 

百

文
 

錢
七
百
文 

百
四
十
貳
文 

金
贰
朱
百
十
九
文 

百
三
拾
六
文 

金
ニ
朱
七
拾
七
文 

百

文
 

錢
七
百
文 

百
三
拾
四
文 

金
貳
朱
六
拾
三
文 

百
五
十
五
文 

金
ニ
朱
二
百
拾
文 

四
十
八
文 

錢
三
百
三
十
六
文 

百
廿
五
文 

金
威
朱 

七
拾
五
文 

錢
五
百
廿
五
文

第

表

永

1

四
百
文 

2

三
百
七
十
五
文

金

額

 

金
壹
分1

1

朱
百
七
十
五
文 

金
壹
分
貳
朱

備

考

5

三
拾
文 

6

贰
百
文

錢
四
百
拾
文 

金
戴
朱
五
百
廿
五
文

S

七
拾
五
文 

9

贰
百
六
拾
五
文 

10
貳
百
五
十
文 

11
貳
百
六
十
文 

12
九
拾
五
文 

13
四
百
文 

14
三
百
廿
艽
文 

15
三
十
五
文

錢
五
百
廿
五
文 

金
壹
分
百
五
文 

金
壹
分 

金

*

分

七

拾

文 

錢
六
百
六
十
五
文 

金
*
分
ニ
朱
百
七
十
五
文 

金
壹
分
五
百
廿
五
文 

錢
ニ
百
四
十
五
文

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の1

端 

一
四
〇

(
1

五
三
六)

た
。
續
い
て
畑
方
秋
成
年
貢
徵
收
の
命
令
が
九
月
十
四
日
に
渡
り
、
同
廿
六
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
錢
相
場
は 

前
の
場
合
と
變
り
が
な
か
つ
た
。
永
が
拾
貫
六
百
拾
七
文
餘
で
、
金
六
兩
贰
分
と
錢
廿
八
貫
文
と
云
ふ
總
計
に
な
つ
て
ゐ
る
。
結
局
拾 

兩
戴
分
で
あ
る
。

74 73 72 71 70 69 6S 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53

八
十
壹
文 

錢
五
百
六
拾
七
文 

百

八

十

五

文

■
金
二
朱
四
百
廿
文 

百
サ
壹
文 

錢
八
百
四
十
七
文 

九
拾
四
文 

錢
六
百
五
拾
八
文 

百
三
拾
六
文 

金
貳
朱
七
拾
七
文

贰
百
文 

金
贰
朱
五
百
廿
五
文

威
百
文 

金
贰
朱
五
百
廿
五
文
但
し
^:
朱
の
み
納

三
百
拾
三
文 

金
壹
分
四
百
四
十
三
文

拾
八
文 

錢
百
廿
六
文

甙
百
六
拾
三
文 

金
壹
分
九
拾
壹
文

百
拾
三
文 

錢
七
百
九
十
三
文

百
六
十
四
文 

金
戴
朱
貳
百
七
十
三
文

四
十
ニ
文 

錢
戴
百
九
十
四
文 

拾

文
 

錢
七
拾
文 

廿

文
 

錢
百
四
十
文 

八

文
 

錢
五
十
六
文 

廿
八
文 

錢
贰
百
文 

拾
八
文 

錢
百
廿
六
文 

八
拾
文 

錢

五

百

六

拾

文
'

一
四1 

c

i

i

31

貳
百
拾
文 

32

貳
百
貳
肖
«
文 

S3
百
九
拾
五
文 

34
五
ナ
ー
ー
安 

35
拾
七
文 

36

贰
百
四
十
九
文 

37
貳
百
七
拾
八
文 

38

四
百
八
拾
文 

三
百
三
十
五
文 

九
文
四
分 

百
八
十
三
文 

八
十
三
文 

43
九
I

安 

44
六
十
四
文 

45
三
十
三
文

6 

I 

4 

•

4
-

48

七
拾
五
文 

49
九
拾
文 

50

七
拾
四
文

51

貳
百
八
拾
文 

52

百
拾
四
文

42 41 40 39

金
ニ
朱
五
百
九
十
五
文

金
戴
朱
六
百
七
十
五
文

金
ニ
朱
五
百
十1

文

錢
三
百
七
十1

文

錢
百
拾
九
文

金K

朱
八
百
三
十
三
文

金
壹
分
贰
百
文

金
壹
分
貳
朱
七
百
三
十
五
文

金
壹
分
五
百
九
十
五
文

錢
六
十
六
文 

嘉
藏
納

金
ニ
朱
四
百
六
文

錢
五
百
八
十1

文

錢
六
百
五
拾
一
文

錢
四
百
四
十
四
文

錢
ニ
百
三
十
三
文

錢
五
百
廿
五
文 

錢
六
百
三
十
文 

餞
五
百
十
八
文 

金
壹
分
貳
百
拾
文 

錢
八
百
贰
文

德
川
峙
代
亿
於
打
る
農
村
經
濟
のj

端



德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
一
端

5776

百
三
拾
五
文 

77
四
拾
五
文 

78

三
百
八
拾
六
文

金
朱
七
拾
文 

錢
三
百
拾
五
文 

金
壹
分
武
朱
七
十
七
文

79

贰
西
四
十
五
文 

80
九
十
五
文 

81
百
五
十
一
文

以
上
の
收
納
を
な
し
終
る
と
、
 

「
J

人
足
拾
四
人
、
馬
置
匹

間
も
な
く
九
月
廿
八
日
に
早
稻
田
の
撿
見
觸
が
あ
つ
た
„

I

四
ニ

金
式
朱
八
百
四
十
文 

錢
六
百
六
十
五
文 

金

武

朱

百

八

十

一

.
文

(

一

五

三

八

〕

早川惣右衛門 

小野田平四郞 

越
路
金
藏 

河
岸
惣
藏 

.

. 

黑

澤

能

右

衛

門 

源
川
播
四
郞 

石

.田

鐵

治

右
者
其
村
i

早
稻
田
爲
撿
見
、
明
後
朔
日
駒
込
村
泊
リ
=
而
翌
ニ
0

上
泉
村
=
而
出
役
有
之
办
間
、
人
馬
繼
立
等
申
合
、
諸
事
差
支 

無
之
檨
取
斗
可
申
昨
己
上」

さ
ら
に
十
月
九
日
同
じ
く
撿
見
幷
び
に
皆
損
田
見
分
の
た
め
、
十
二
日
頃
城
下
古
河
町
を
出
發
す
る
と
云
ふ
通
知
が
あ
つ
た
o
r尤
宿 

之
儀
者
成
丈
ケ
霓
軒H

て
間
合
^

樣
相
心
得
、
若
役
宅
手
挾
之
場
所
者
"

百
姓
家
1ー
て
も
手
廣
之
方
用
意
致
可
昨」

と

云
ふ
注
意
が
あ

っ
た
。
見
分
村
は
廿
六
ヶ
村
、
撿
見
村
は
貳
ヶ
村
で
あ
っ
た
。
八
人
の
役
人
が
豫
定
通
り
十
ニ
-0
に
古
河
を
出
發
し
て
撿
見
を
な
し
た
。 

そ
れ
等
に
關
す
る
費
用
に
っ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。 

、

十
一
月
五
日
未
だ
割
付
の
決
定
さ
れ
ぬ
以
前
に
、
突
然
餅
米
入
用
に
っ
き
、
拾
貳
俵
十
五
日
迄
に
納
付
す
べ
し
と
云
ふ
命
令
が
下
っ 

た
。
し
か
も
未
だ
期
日
に
な
ら
ぬ
八
日
に
来
る
十
四
日
迄
に
七
分
通
り
は
御
藏
納
す
べ
し
と
催
促
し
て
ゐ
る
。「

延
引
い
た
し
^
村
方
も 

有
之
昨
得
共
、
御
急
之
事
故
隨
分
致
出
精
可
申
納」

と
云
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
理
由
は
全
く
解
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
中
i

納
付
し
な
か
つ
た 

も
の
と
見
ぇ
、
十

一

月

廿

I

日
に
な
つ
て
、又

/
/

早
々
相
納
む
べ
き
督
促
狀
を
發
し
て
ゐ
る
。

十
一
月
十
九
日
貢
米
割
賦
納
方
の
通
知
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
廿
三
日
に
御
物
成
割
付
を
廿
六
日
に
相
渡
す
か
ら
出
頭
す
べ
し
と
云
ふ 

通
知
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
最
初
に
掲
げ
た
割
付
書
で
あ
る
。
納
方
の
通
知
が
先
に
来
る
の
は
、
順
序
が
逆
の
樣
に
思
は
れ
る
が
、
納
付 

方
法
の
方
が
實
際
的
な
も
の
で
、
割
付
の
方
は
計
算
の
基
礎
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
ら
ぅ
。

先
づ
納
米
總
額
は
前
掲
割
付
に
あ
る
が
如
く
、
本
米
、
口
米
及
び
運
賃
を
寄
せ
て
、
四
&

三
拾
六
俵
三
分
四
厘
五
毛
と
な
る
。
そ
れ 

を
御
域
米
三
拾
四
俵
、
並
御
用
米
七
拾
貳
俵
、
御
膳
米
三
俵
、
餅
米
拾
萱
俵
，
籾
米
四
拾
四
俵(

正
米
に
し
て
貳
拾
貳
俵〕

を
そ
れ
ぞ
れ 

に
收
め
る
。
殘
部
は
蔵
米
と
な
る
。
永
は
本
途
ロ
米
、
駒
ロ
永
、
夫
永
' 

川
役
永
共
に
、
四
拾
八
貫
九
百
三
拾
艽
文
で
、
金
四
拾
八
兩 

三
分
、
永
百
八
拾
五
文
と
な
る
。
そ
の
內
夏
成
貳
拾
壹
兩
貳
分(

第
四
表)

*

秋
成
拾
兩(

第
六
表)

は
す
で
に
上
納
し
た
。
又
冬
成
上
納 

拾
貳
兩
壹
分
ト
永
百
五
拾
三
文
，
夫
永
五
兩
ト
永
三
拾
貳
文
は
そ
れ
ぞ
れ
上
納
し
、
翌
文
化
十
五
年
寅
四
月
に
全
部
皆
納
の
齋
取
を
與 

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
以
上
の
外
に
大
豆
S

俵
三
分
六
厘
九
毛(

本
途
運
賃
共)

、
糠
藁
永
八
百
貳
拾
四
文
を
合
せ
納
め
、
こ
れ
で
貢
租
は
全 

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の一

端 
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四
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德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
越
濟
の
一
端 

I

四

四

(

1
五
四
0〕

部
で

あ
る
。

も

し

田一

反
に
つ
き
平
均
米
一
石
の
收
穫
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
旱
損
の
撿
見
引
と
な
れ
る
反
數
を
引
去
る
と
、
三
拾
璧
町1

畝 

餘
で
あ
る
か
ら
、
三
百
十
石
の
收
穫
が
あ
る
べ
き
害
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
百
四
拾
八
石
弱
を
課
し
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
恐
ら
く 

五
公
五
民
の
標
準
で
あ
ら
ぅ
。
又
ロ
米
運
賃
等
を
加
算
す
れ
ば
收
穫
三
百
十
石
の
假
定
に
對
し
て
も
半
々
に
な
る
か
ら
、
大
體
半
分
を 

貢
租
と
見
て
ょ
い
。

各
戸
の
割
宛
は
如
何
。
今
す
ベ
て
の
家
に
つ
い
て
第
四
表
、
第
六
表
の
如
き
も
の
を
作
製
す
る
の
に
は
，
少
し
く
資
料
が
不
足
で
あ 

り
、
か
つ
繁
雜
に
耐
へ
な
い
か
ら
、
大
中
小
農
の
各
代
表
的
な
も
の1

名
に
つ
い
て
、
大
體
上
記
各
貢
租
の
負
擔
を
記
し
て
見
ょ
ぅ
。

第

七

表

番
號
石
高
田
方
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6

十
石
餘
十
一
俵
三
斗

I

永

一

貢

八

十

要

||
厕
れ
，
< 文
ニ
百
五
十

'

<

 
文

黯
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$

針

装
 

22
四石七斗ー

1
1俵三斗五升五合五百

-ハ土ハ文一

11

分 

錢三貢四百$
四
文
百
廿
四
文
議
デ

一
文 

こ
、
の
一
俵
は
四
斗
入
で
あ
る
。
以
上
の
外
に
第
艽
表
に
揭
げ
た
永
を
加
算
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
外
に
も
今
は
算
出
し
得
な
い 

も
の
が
、
幾
ら
か
あ
る
が
、
そ
れ
等
は
大
な
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
こ
i

に
注
意
を
要
す
る
の
は
割
付
に
は
三
斗
五
升
入
と
あ
る
に
も 

拘
ら
ず
、
啻
際
に
は
四
斗
入
と
し
て
詰
め
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
割
付
に
依
る
計
算
よ
り
も
貢
租
が
重
い
こ
と
に
な
る
0
*1
算

法
地
方
大
成」

な
ど
を
見
る
と
、

「

右
俵
入
中
古
は
納
米
斗
桝
に
山
盛
に
斗
り
し
ゅ
幺
三
斗
五
升
入
萱
俵
は
四
斗
餘
も
あ
り
、
其
後
農
民
御
救
と
し
て
壹
俵
に
付
ニ
升 

程
も
入
目
減
ず
る
な
り
、
猶
又
元
和
年
中
百
姓
御
救
と
し
て
三
斗
五
升
に
貳
升
の
延
米
を
加
へ
三
斗
七
升
入
に
て
納
む
、
尤
三
斗
六 

升
は
か
り
、
七
升
目
は
山
桝
に
て
斗
る
な
り
、
享
保
年
中
三
斗
七
升
の
上
込
米
貳
升
を
加
へ
納
む
る
事
始
り
し
が
、
其
年
限
に
て
止 

む
、
ま
た
元
の
三
斗
七
升
入
と
な
り
た
り」

(

卷
ニ
、
四
十 

一
丁)

。

何
れ
に
し
て
も
農
民
の
負
擔
が
大
に
な
っ
て
來
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
？

一
俵
を
四
斗
入
と
し
て
計
算
す
る
と
*

そ
の
納
付
せ
る
四
. 

百
三
拾
六
俵
三
分
四
厘
五
毛
は
百
七
拾
四
石
艽
斗
三
升
八
合
で
、
實
際
納
む
べ
き
石
数
百
五
拾
四
石
餘(

ロ
米
運
賃
共)

に
比
し
て
、
ニ 

十
石
餘
の
增
徵
と
な
る
。
勿
論
吟
味
の
際
や
*
運
搬
の
際
に
喪
失
す
る
高
も
相
當
あ
ら
ぅ
が
、
農
民
の
負
擔
の
增
大
に
は
變
り
が
な
い
。 

五

な
ほ
以
上
の
計
算
を
な
し
っ
、
あ
る
際
に
發
見
し
た
こ
と
は
、
第
二
表
に
揭
げ
た
石
高
さ
へ
も
、
そ
れ
は
實
際
に
各
家
が
所
有
す
る 

も
の
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
が
解
つ
た
。
勿
論
名
義
上
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
田
畑
で
あ
る
が
、
事
實
は
大
百
姓
の
手
に
歸
し
て
ゐ
る 

の
で
あ
る
。
即
ち
家
計
困
難
の
た
め
、
出
奔
し
去
っ
た
者
、
又
は
擔
保
に
と
っ
て
金
を
貸
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
も
の
で 

あ
る
。

令
解
つ
た
も
の
だ
け
を
擧
げ
る
と
次
ぎ
の
如
く
に
な
る
。

第

八

表

德
川
時
代
に
於
け
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農
村
經
濟
の
一
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1

四

五

2

五
四

こ



德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
鸫
濟
のJ

元 

高 

X

十
八
石
四
斗
七
升
三
合 

2

十
三
石
一
斗
七
合 

6

六
石
六
斗
五
升
三
合 

9

十
四
石
九
斗 

13

十
七
石
五
斗
四
升
四
合 

24

五
石
九
斗
三
升 

25

六
石
四
斗
九
升
八
合 

26

七
石
六
斗
一
升
九
合 

27

十
石
ニ
斗
七
升
六
合 

31

九
石
ニ
斗
九
升
四
合 

32

十
六
石
八
升
ー
合 

33

九

石
四
斗
四
升
七
合 

36

十一

石
五
斗
八
升
三
合 

38

十
石
九
斗
五
升
七
合 

39

十
四
石
三
斗
四
合 

59

十 

一
§

3

昇
セ
合 

60

七
石
一
斗
四
升
九
合

端

1

四
六

(
1

五
四
ニ〕

合
併
さ
れ
た
る
も
の 

(

20)

九
斗
五
升
七
合 

(

48〕

四
石
五
升
六
合
外

1

不
明 

(

46〕

三
石
五
斗
一
升
ニ
合 

(

61〕

の
一
部 

(

7

)

一
一
石
四
斗
三
升
九
合 

(

4

〕

及
び(

67〕

の
一
部 

(

3

)

、

(

4

〕

及
び(

61〕

の
一
部 

(

5S)

及

び(

S

の一

部 

S

の
一
部

18)
の

一

部
16)

一
石
八
斗一

升

三

合
66〕

の
一
部 

(

S

の
一
部 

(

67〕

の
一
部 

S

の
一
部 

(

S

の一

部 

C

3

:
及
び(

S

の

1

部

(

3

バ
17)

(

18〕

及
ぴ(

61〕

の

一

部

(
40)

三
斗
三
升 

61
X

62〕

の
一
部

63
-

ニ
十
石一

一
升
六
合 

(

5S〕

の
一
部 

64

十
石
ニ
斗
八
升
ニ
合 

ハ£

ーーーお一一

斗 
一
^

(

61〕

の
一
部 

65

十

一

石

四

升

一

合

62〕

Q

J
部 

78

九
石
六
斗
九
?1
五
合 

(

66〕

の
一
部 

右
の
表
が
語
る
と
こ
ろ
は
、
大
體
に
於
い
て
持
高
の
少
な
い
小
農
が
大
農
に
併
合
さ
れ
て
ゐ
る
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
上
泉
村
に
於 

い
て
は
絕
對
的
勢
力
を
有
す
る
大
農
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
合
併
せ
る
百
姓
は
大
體
に
於
い
て
十
石
以
上
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
も 

の
で
あ
る

こ
と
は
、
右
の
表
に
依
つ
て
解
る
が
、
合
併
さ
れ
た
百
姓
を
見
る
と(

第
二
表
參
照y

文
化
十
四
年
度
に
於
い
て
抹
消
さ
れ 

た(

3)
(

4

><
7)

18〕
(

46〕
(

47)

58)

66
¥

前
年
度
の
持
高
で
計
算
に
入
れ
\

は
、
艽
石
以
上
の
者
は
四
戶
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
內 

(

61〕

の
十
四
石
四
斗
と
云
ふ
の
は
殆
ど
例
外
と
云
っ
て
も
よ
い
。
事
情
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
何
等
か
の
事
件
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら 

う
。
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
は
、

18)

の
七
石
六
斗
で
あ
る
。

一
石
以
下
の
者
は
67)

(

20〕
(

62)
(

40)

の
四
戶
で
あ
る
。
以
上
に
依
っ
て
、 

す
で
に
前
述
せ
る
如
く
、
大
農
へ
の
併
合
の
傾
向
は
、
比
較
的
そ
の
傾
向
の
弱
い
上
泉
村
に
於
い
て
も
、
か
な
り
現
れ
て
ゐ
た
と
云
っ 

て
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。

六

問
題
を
再
び
も
と
に
歸
し
て
、
農
村
の
負
檐
に
っ
い
て
考
察
す
れ
ば
、
上
記
の
貢
租
の
外
に
、
な
ほ
多
く
の
負
擔
が
村
全
體
に
か
、 

っ
て
ゐ
る
。
先
づ
最
初
に
撿
見
に
關
す
る
費
用
に
っ
い
て
調
べ
て
見
よ
う
。

こ
の
年
に
數
囘
見
分
の
役
人
が
出
張
し
た
こ
と
は
、
す
で 

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の1

端 

一

四

七

(

一
五
四
三)



德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
綞
濟
の1

端 

1

四

八

(
1

五
四
四

)

に
第
四
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
役
人
出
張
に
際
し
如
何
な
る
負
擔
が
あ
っ
た
か
と
云
ふ
に
、
殆
ど
す
ベ
て
實
物
負
擔
の
如
く
で
あ 

る
。
即
ち「

晚
稻
御
撿
見
諸
入
用
扣
帳」

(

十
月
廿
二
日
分)

を
見
る
と
、
米
、
引
割
、
そ
ば
、
小
麥
、
夜
著
、
布
圑
、
草
鞋
、
菓
子
、
大 

豆
、
さ
ん
ま
、
大
根
、
菜
、
い
も
等
が
上
っ
て
ゐ
る
。
大
部
分
名
主
、
年
寄
以
下
、
大
百
姓
が
提
供
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
後
に
こ
れ
が 

何
れ
も
評
價
さ
れ
る
ら
し
く
、
大
根
ニ
本
二
十
文
と
か
、
菜
三
拾
ニ
文
と
か
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
但
し
米
と
か
夜
着
と
か
重
要
な
も
の
に 

は
値
段
が
記
し
て
な
い
。「

當
丑
御
撿
見
諸
懸
リ
割
賦
帳」

に
は
、
こ
の
年
の
撿
見
入
費
を
金
三
兩
貳
分
と
錢
三
拾
貫
九
百
四
拾
四
文
と 

記
し
て
ゐ

る
。
そ
の
內
御
賄
代
金
置
分
ト
壹
賞
八
百
四
拾
四
文
は
給
與
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
こ
れ
を
差
引
金
三
兩
壹
分
と
錢
貳
拾
九 

貫
百
文
、
錢
に
直
し
て
艽
拾
量
貫
八
百
五
拾
文
を
各
戶
に
割
賦
し
て
ゐ
る
。

そ
の
割
賦
を
上
納
せ
る
米
高
に
應
じ
て
按
分
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
高
を
米
五
百
九
拾
六
俵
、
內
皆
損
田
引
貳
拾
六
俵
、
名 

主
分
拾
俵
を
引
去
り
、\

て
五
百
六
拾
俵
と
し
て
ゐ
る
。
貢
租
米
と
し
て
納
付
し
た
も
の
は
、
前
述
の
如
く
四
百
三
拾
六
俵
餘
で
あ
る 

か
ら
、
そ
の
外
に
百
貳
拾
三
俵
餘
上
納
七
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
上
納
に
關
す
る
記
事
は
現
在
あ
る
文
書
中
の
何
處
に
も
發
見
出 

来
な
か
っ
た
。「

當
丑
田
方
御
年
貢
米
勘
定
帳」

の
納
使
數
を
總
計
し
て
見
て
も
、
こ
の
數
字
は
出
て
来
な
い
。
全
く
不
明
で
あ
る
が
丨 

こ
れ
に
依
っ
て
前
記
の
金
額
を
割
り
、
壹
俵
九
拾
三
文
と
し
、
暨
斗
に
つ
き
貳
拾
貳
文
づ
つ
、
暨
升
に
三
文
づ
つ
と
し
て
ゐ
る
。
こ
の 

割
合
も
頗
る
妙
で
、
升
納
の
分
が
一

番
損
で
、
斗
單
位
の
も
の
が
一
番
得
と
な
る
。

次
ぎ
に
村
諸
入
用
費
で
あ
る
。
今
か
り
に(

一)

st
、(

ニ)

■

色
、
S

)
食
㈣

、(

四)

筆
墨
紙
、(

五)

公
役
諸
褂
、(

六)

旅
費
の
六
項 

目
に
分
か
ち
、
盆
暮
二
期
の
支
出
を
表
示
す
る
と
次
ぎ
の
如
く
に
な
る
。
暮
の
分
は
帳
簿
蟲
喰
の
た
め
不
明
の
も
の
が
二
三
存
す
る
。

第

九

表

賄諸 

色 

食 

料

£

•
 

5

^
 

R

旅 

費 

公役
諸掛
 

前
期
未
拂
分

 

不明分
 總 

計

金 

高 

錢
三
貫
五
百
八
十
六
文 

錢
一
貫
四
百
八
十
九
文 

錢
九
百
十
八
文 

錢
三
貫
三
百
文 

錢
三
百
文 

錢
二
百
十
六
文

金
ー
分
贰
朱
ト 

錢

I

貫
二
百
六
文

期

(

七

月

) 

錢
に
換
^

1

一
フ
五
八
六 

1

、
四
八
九 

九
一
八 

三
、
三
〇
〇 

三
〇
〇 

ニ
一
六 

三
、八
三

一

、
_
_
_
_

金 

高

錢
十
貫
百
三
十
六
文 

錢
六
貫
二
百
八
十
四
文 

錢
ニ
賞
五
百
五
十
文 

錢
三
貫
三
百
文 

錢
三
貫
二
百
十
五
文

金
四
兩
ニ
朱
ト 

錢
十
四
貫
七
十
九
文

Iン

s

i

四金錢金 
十四 一二 
貫兩貢分 
七ニ百ト 
百分四 
四二十 
文朱文

期

(

十
二
月) 

銭
に
換
算 

1
〇
'

三
六 

六
、
二
八
四 

ニ
、
五
五
〇 

三
、
三
〇
〇

三
、
ニ
一 

五 

四
ニ
、
九
五
四

四
、
六
四
〇 

七
三
、〇
九
七

俵
賣
代
等
金
壹
兩
壹

一
三
、
六
四
〇

こ
れ
を
各
持
高
に
割
付
け
、
前
期
は
高
一
石
に
っ
き
三
十
文
で
、
後
期
は
す
で
に
以
前
に
取
立
て
た
諸
役
錢
、

分
と
錢
七
賞
三
百
五
十
五
文
を
差
引
き
、

一
石
に
っ
き
百
二
十
ニ
文
宛
と
な
っ
た
。
も
し
全
部
割
宛
て
れ
ば
、
百
五
十
六
文
宛
と
な
る
。 

こ
の
內
賄
と
云
ふ
の
は
、
恐
ら
く
出
張
し
來
た
れ
る
諸
役
人
等
に
對
す
る
御
馳
走
ら
し
く
、
諸
色
は
諸
雜
費
、
竹
代
、
繩
代
等
を
含
む
、 

食
料
は
村
役
人
が
役
宅
に
於
け
る
食
事
用
の
も
の
で
、
米
、
豆
腐
、
い
も
等
の
購
入
費
で
ぁ
る
。
名
主
の
私
宅
が
役
宅
で
ぁ
っ
た
當
時 

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
済
の
一
媾 

一
四

九

(

一

五
四

五〕



徳
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
ー
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1

五
〇

C
l

五
四
六〕

に
於
い
て
、

こ
れ
等
の
費
用
や
筆
墨
紙
が
ど
れ
だ
け
嚴
重
に
公
私
の
別
を
立
て
i
ゐ
た
か
疑
は
し
い
。
旅
費
は
村
役
人
の
出
張
の
泊
賃 

や
舟
渡
賃
等
を
含
む
。
公
役
諸
掛
が
前
期
に
比
し
て
、
後
期
に
頗
る
多
い
の
は
、
貢
租
納
付
の
關
係
上
止
む
を
得
な
い
。
例
へ
ば「

御
藏 

諸
褂
リ」

と
し
て
、金
豐
兩
壹
分
と
錢
九
贯
七
百
文
を
消
費
し
て
ゐ
る
が
、
錢
七
貫
文
を
壹
兩
と
す
れ
ば
、
實
に
全
部
で
三
兩
に
近
い
金 

を
費
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
期
の
公
役
諸
掛
の
中
に
、
古
河
年
始
壹
貫
八
百
文
、
野
廻
役
中
年
始
金
ニ
朱
と
二
百
文
を
計
上
し 

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
來
年
芷
月
の
分
を
豫
め
前
年
度
に
徵
集
し
て
V
も
ft
く
の
で
あ
ら
う
か
。
何
れ
に
し
て
も
か
う
し
た
公
役
諸
雑
費 

と
云
ふ
も
の
は
少
な
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
當
時
文
化
期
に
あ
つ
て
は
、
嘉
永
、
安
政
頃
に
盛
ん
に
現
れ
て
ゐ
る
浪
人
草
鞋
錢
な
る 

も
の
は
、
未
だ
全
く
見
當
ら
な
い
。

次
ぎ
に
廳
場
に
關
す
る
諸
費
用
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
如
何
な
る
負
擔
が
農
村
に
かX

つ
て
來
る
か
、

そ
の
大
體
を
知
る
た
め 

に
、
こ
れ
に
關
す
る
主
な
る
觸
書
を

ロ
の
順
に
揭
げ
て
見
ょ
う
。
八
月
四
日
に
禁
獵
に
關
し
、
次
ぎ
の
如
き
命
令
が
、
御
廳
方
野
廻 

役
か
ら
發
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「

以
廻
狀
申
達
昨
、
前
々
,

被
仰
渡
昨
御
瞻
場
御
法
度
相
守
可
申
1/
>
、

附
た
り
魚
殺
生
之
儀
、

當
八
月
朔
日
Z

來
三
月
_
日
迄
御
停

止
被
仰
渡
阼
間
、
得
其
意
例
年
之
通
リ
札
立
來
リ
昨
場
所
へ
立
置
、
御
停
止
急
度
相
守
可
申
^

、
尤
此
廻
狀
村
下
請
印
い
た
し
、
不

限
晝
夜
早
々
順
達
、
留
村
に
可
相
返
昨
。」

如
何
な
る
理
由
か
は
知
ら
な
い
が
、
魚
獵
禁
止
が
、
假
令
あ
る
特
定
の
場
所
だ
け
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
禁
獵
期
間
が
一
年
の
三
分 

の
ニ
の
期
間
に
亙
る
こ
と
は
甚
し
い
も
の
と
云
へ
よ
う
。

さ
ら
に
八
月
二
十
六
日
同
じ
役
佝
か
ら
左
の
如
き
觸
書
が
出
て
ゐ
る
。

r

以
廻
狀
申
達
砟
、
其
村
々
鴨
堀
通
樹
木
伐
透
幷
下
草
刈
込
之
義
、
來
ル
九
月
晦
日
迄
例
年
之
通
*

皆
出
来
致
置
可
被
申
昨
、
目
•又
堀 

々
御
磨
渡
リ
假
橋
之
義
、
前
文
同
様
同
月
晦
日
迄
ニ
每
年
掛
リ
來
リ
|/
>
場
所
、
掛
ヶ
置
可
被
申
昨
、
尤
目
印
笹
竹
®

本
つ
、
建
立
、 

御
用
御
差
支
無
之
様
、
取
斗
可
被
申
阼
、
勿
論
此
廻
狀
村
i

請
印
不
限
晝
夜
早
々
順
達
、
留
り
村〜

、
我
等
宅
可
被
相
返
昨
以
上
、」 

し
か
し
こ
の
年
は
十
用
以
來「

殿
様
御
病
氣
、
爲
御
平
癒
野
木
大
明
神
に
お
ゐ
て
御
祈
禱J

を
す
る
有
様
で
あ
つ
た
か
ら
、
勿
論
自
身 

の
鷹
狩
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
鹰
.

M

の
順
廻
は
あ
つ
た
ら
し
く
、
十

I

月
六
日
左
の
如
き
觸
書
が
到
達
し
て
ゐ
る
。

「

一
御
廳
三
居 

御

鷹

匠
 

.

杉
山
吉
左
衞
門

, 

, 

ノ

. 

井
御
組
合 

右
者
一
雨
日
中
！

I

其
邊
江
當
蓍
被
致5

間
、
鴨
堀
通
渡
假
攝
相
改
、
损
し
昨
ハ
、
直
し
置
、
御
用
御
差
支
無
之
樣
取
'1
-
可
矹
申
外
、 

尤
此
廻
狀
刻
限
迄
早
J

順
達
、
留
村
,

我
笠
廻
村
先
江
可
被
相
返
昨
以
上」

こ
れ
笠
鷹
眩
の
宿
泊
に
際
し
て
は
、
勿
論
村
々
に
相
當
の
負

#
を
か
け
る
。
鷹
匠
の
宿
泊
賃
と
し
て
木
錢
と
し
て
渡

さ

る

.
，
金

額

は
 

全
部
を
償
ふ
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
。
文
化
十
四
年
正
月
の「

御
鷹
宿
諸
入
用
割
帳」

は
勿
論
前
年
度
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
依
る
と
、 

金
壹
分
ニ
朱
と
錢
拾
貫
三
百
三
拾
七
文
か
X
り
、
木
錢
と
し
て
三
百
三
十
四
文
を
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
場
合
も

名
主 

を
始
め
、
大
百
姓
が
米
、
E

木
そ
の
他
の
實
物
を
供
給
し
、
こ
れ
を
金
錢
に
評
債
し
て
割
宛
て
\

ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
鷹
匠
關
係
の 

金
額
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
關
聯
し
て
提
供
さ
れ
る
村
の
勞
力
は
決
し
て
少
な
い
も
の
.で
は
な
か
つ
た
ら
ぅ
と
思
は
れ
る
。

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の1.

端 

一

五

一

(
I

五
四
七)
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五
二 

(
I

五
四
八) 

さ
ら
に
勞
カ
提
供
に
は
自
普
請
場
が
あ
る
。
橋
梁
道
路
等
の
普
請
は
、

一
部
公
の
負
擔
に
依
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

一

部
は
村
方
の 

負
撸
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
普
請
は
勿
論
農
閑
期
に
な
さ
る
べ
き
も
の
で
、
從
つ
て
こ
の
年
も
识
月
に
村
普
請
に
か
、
つ
て
ゐ
た
。
然
る 

に
廳
匠
筋
か
ら
次
ぎ
の
や
ぅ
な
苦
情
が
出
て
ゐ
る
。

「

以
廻
狀
申
達
昨
、
其
村
i

八
耕
地
筋11

お
ゐ
て
土
普
請
等
い
た
し
昨
村
方
茂
相
見
へ

±

 

二
付
、
此
節
右
土
普
請
有
之
办
て
は
*
人
足 

多
、
鶴
代
差
障
り
相
成
办
間
、
鶴
御
投
飼
御
用
相
濟
迄
、
耕
地
土
普
請
幷
野
火
焚
之
義
堅
相
控
可
申
卟
.
：
.」

こ
れ
と
上
泉
村
の
普
請
と
關
係
が
あ
つ
た
か
如
何
か
は
解
ら
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
普
請
が
多
く
の
勞
働
を
要
す
る
こ
と
は
明
瞭 

で
あ
る
。
こ
の
年
の
入
用
が
ど
れ
程
あ
つ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
外
隨
時
に
勞
働
を
徵
發
さ
る
X
C.
と
が
少
な
く
な
い
。
又
馬
を
多
く
徵
集
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
へ
ば
嚴
朶
積
の
際
の
如
き 

で
あ
る
。
勿
論
か
ぅ
云
ふ
場
合
に
は
賃
銀
は
與
へ
ら
れ
る
。

-1
馬
拾
六
匹 

上

泉

村

右
者
赤
塚
村
御
林
^

廉
朶
附
出
办-1

付
*

前
書
之
馬
、
來
ル
七
日
八
日
兩
日
割
合
、
才
領
差
添
、
右
御
林
江
可
差
出
^
、
尤
去
年
中 

之
觸
之
通
、
壹

疋
-

1

付
拾
六
束
付
、
駄
賃
六
拾
四
文
宛
相
渡
し
昨
間
、
左
様
相
心
得
、
於
役
所
受
取
可
申
樣
申
付
，
可
差
出
昨
•
且 

附
込
等
い
た
し
^

義
者
勝
手
次
第
可
致
昨
、
其
段
山
守
共
江
茂
申
付
置
阼
已
上
、

正
月
廿
八
日 

山方
役所

」

賃
銀
を
與
へ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
殆
ど
村
の
全
部
の
馬
が
徽
發
さ
れ
る
こ
と
は
、(
届
出
馬
數
は
十
八
匹
で
あ
る〕

、
も
し
他
に
仕
事
の

あ
る
場
合
に
は
全
く
こ
れ
を
阻
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
殊
に
そ
の
賃
銀
が
最
低
で
あ
り
、
費
用
を
償
ひ
得
な
い
こ
と
が
多
い 

の
で
あ
る
か
ら
、
農
村
經
濟
の
か
ぅ
し
た
目
に
見
え
ぬ
損
失
も
少
な
く
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
德
川
時
代
の
農
村
に
と
つ
て
、
甚
し
い
負
擔
と
な
つ
た
と
云
は
れ
る
助
鄕
の
問
題
で
あ
る
が
、
遺
撼
な
が
ら
こ
の
年
に
關
す 

る
資
料
は
頗
る
乏
し
い
。
上
泉
村
は
日
光
例
幣
使
街
道
の
富
田
宿
に
助
人
馬
を
出
だ
す
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。

こ
の
年
も
例
幣
使
通
行 

の
際
に
は
勿
論
徵
發
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
一

人
足
貳
拾
七
人 

上

泉

村
 

右
者
日
光

御
例
幣
使
樣
來
ル
十
二
日
夜
佐
野
宿
御
旅
館
-

1

而
、
翌
十
三
日
未
明
當
宿
御
通
轡
被
爲
撻
办
間
，
書
面
之
人
足
幷
才
料
指
添
、
十
二 

日
夕
詰
可
被
遣
办
、
尤
老
人
小
供
相
除
被
成
可
、
a

此
廻
狀
村
下
被
成
印
形
、
辨
時
進
□

早
i

御
順
達
、
留
村
ぶ
御
返
し
可
被
成
卟
以
上 

丨
 

文
化
十
四
年
丑
四
月
十
日 

富田宿役人

」

し
か
し
實
際
に
徵
發
さ
れ
る
の
は
、
單
に
日
光
例
幣
使
通
行
の
際
ば
か
り
で
は
な
い
。
今
こ
の
年
の
資
料
が
な
い
か
ら
、
明
和
茳
年 

の
分
を
左
に
示
し
て
•

そ
の
大
體
を
靦
ふ
資
料
と
す
る
.0

第

十

表

月

日
 

人

足
 

馬 

使
用
數
賃
銭

 

備 

考

 

ニ月十七日三
人■ニ
匹輕尻一
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二月廿
日四入ニ
匹
 

四
月
十
三
日
二
十
人
ナ

.
グ 

四月
廿七
日三
人ニ
匹

 

四
月
_
日四人ニ匹
 ■

七
月
六
日
三
人
ニ
匹

 

七
月
九
日
，五人
ニ西
 

八月廿日十一人ニ匹
 

九月
十六
日ナ
シニ
匹

 

十一
乃廿
日三
人ニ
西

 

十一廿六日四人ニ匹

以
上
の
如
く
觸
當
に
依
つ
て
人
馬
を
提
供
し
て
も
.

人
足
四
人

人
足{

1

十
人 

人
足
二
人

人
足
三
人 

馬

ニ

匹

人
足
三
入

人
足
五
人 

馬

ニ

西 

人
足
八
人

馬

ニ

匹

馬

ニ

匹

百
廿
四
文

四

十

文 

四
十
七
文

二

百

文 

ニ
西
七
十
三
文 

四
十
四
文

三

十

！
！
文

三
十
六
文 

(

馬

ニ

匹

分

)

1

五

四

(

一
五
五
〇)

日
光
火
消
役
通
行 

日
光
御
例
幣
使
通
行 

日
光
火
消
番
通
行 

同

上

 

同

上

 

RJ

上

J

大
久
保
伊
豆
守
家
中
通
行 

t

日
光
興
雲
院
御
用

日
光
火
消
番
通
行

同

上

.

同

上

必
ず
し
も
全
部
が
使
用
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
、
賃
錢
も 

與
へ
ら
れ
な
い
。

一
日
無
駄
に
費
し
て
歸
村
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
そ
れ
が
四
月
*

七
月
、
八
月
、
九
月
と
云
ふ
や
う
な
農
繁
期 

に
當
っ
て
は
"

全
く
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
唯
日
光
例
幣
使
街
道
と
云
ふ
や
う
な
、
比
較
的
通
行
の
少
な
い
宿
驛
に
當
っ
て
ゐ
る 

か
ら
、
東
海
道
そ
の
他
の
大
街
道
に
於
け
る
も
の
ほ
ど
、
弊
害
は
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
ほ
そ
の
負
擔
は
上
述
し
た
だ
け 

に
止
ま
ら
ず
、
以
上
の
外
に
富
阳
宿
に
對
し
、
役
場
錢
な
る
も
の
を
支
拂
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
割
合
は
持
高
壹
石
に
つ
き
壹
ヶ
月
三
文
七 

分
七
厘
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
總
額
年
に
五
兩
貳
分
と
計
上
さ
れ
て
ゐ
る
*
な
杈
助
鄕
に
つ
い
て
は
他
日
纏
め
て
述
べ
た
い
と
思
つ
て
ゐ

以
上
文
化
十
四
年
度
に
於
け
る
上
泉
村
の
負
擔
を
出
來
る
限
り
明
か
に
し
ょ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
勿
論
以
上
が
そ
の
負
擔
の
全 

部
で
は
な
い
。
藏
米
搬
入
の
運
賃
や
大
豆
買
揚
の
負
檐
等
、

こ
の
年
の
資
料
を
缺
如
し
て
ゐ
る
も
の
は
、

こ
れ
を
省
略
し
て
あ
る
。
又 

さ
ら
に
寺
社
怫
閣
等
の
勸
化
そ
の
他
に
、
村
民
が
相
當
の
費
用
を
遣
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
現
に
こ
の
年
に
も
同
國
小
野
赤 

村
大
慈
寺
に
對
し
て
は
特
に
寄
附
を
致
す
や
う
、
觸
書
を
以
つ
て
勸
誘
し
て
ゐ
る
。
即
ち 

「

右
寺
內
大
師
堂
及
破
壞
、
修
覆
爲
助
成
、
當
丑
年
,

三
ヶ
年
之
間
、
勸
化
被
成
御
免
、

御
領
分
可
致
巡
行
^
、

右
者
御
領
內
古
跡 

之
譯
ヶ
ヲ
以
、
日
光
御
門
主
樣
Z

御
賴
被
仰
入
昨
義
-一
付
、
御
免
被
成
b
事

-一

外

間

、

志

之

輩

者

、

分

限

一

一

應

じ

、

成

丈

ヶ

相

應

-
ー 

寄
進
致
し
可
遺
外
已
上
し

か
う
し
た
半
ば
强
制
的
な
寄
附
以
外
に
、
當
時
の
如
く
民
間
信
仰
の
盛
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
幾
多
の
寄
謝
が
な
さ
れ
、
農
村
の 

窮
迫
を
加

へ

、

そ
の
窮
迫
が
又
ー
層
多
く
の
寄
謝
を
な
さ
し
む
る
機
會
を
作
つ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
外
村
の
祭
禮
費
や
冠
婚
葬
祭
の 

費
咐
等
が
農
民
の
僅
か
な
收
入
に
、
か
な
り
の
負
擔
と
な
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
上
枭
村
に
つ
い
て
は
、
今
こ
の
部
分
を
知
る
ベ 

き
資
料
は
全
く
有
し
て
ゐ
な
い
の
で
、
具
體
的
に
明
に
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

さ
ら
に
耕
作
に
要
す
る
諸
費
用
、
種
代
や
肥
料
代
、
さ
ら
に
諸
農
具
の
修
覆
費
を
考
へ
る
時
、
そ
の
收
入
の
大
部
分
が
上
記
の
諸
費 

用
に
宛
て
ら
れ
、
生
活
費
と
し
て
殘
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
乏
し
い
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
、
十
分
に
想
像
し
得
る
。
從
つ
て
小
農
は
僅 

德
川
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か
に
保
有
し
て
ゐ
た
そ
の
土
地
を
質
入
し
て
、
小
作
人
に
轉
落
す
る
。
彼
等
が
さ
う
し
た
地
位
に
陷
る
と
一
層
苦
し
い
狀
態
に
進
む
。 

例
へ
ば
前
述
し
た
や
う
に
、
實
物
を
提
供
す
る
農
民
は
比
較
的
富
有
の
百
姓
で
あ
り
、
そ
の
實
物
を
評
價
し
て
貨
幣
額
の
割
宛
を
受
け 

る
者
は
小
農
で
あ
る
。
そ
の
場
合
富
有
な
者
の
方
が
利
益
で
あ
る
こ
と
は
說
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

か
く
し
て
こ
X

に
農
民
の
借
金
生
活
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
が
兎
に
角
も
か
う
し
た
生
活
に
相
當
永
く
耐
へ
忍
び
得
た 

の
は
、
そ
の
負
擔
が
未
だ
多
く
勞
カ
や
實
物
で
あ
つ
た
こ
と
、
及
び
五
人
組
制
度
等
に
依
つ
て
、
あ
る
程
度
の
緩
和
策
が
講
ぜ
ら
れ
て 

ゐ
た
た
め
で
あ
る
。

上
泉
村
の
五
人
組
規
約
は
比
較
的
簡
單
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
左
に
紹
介
し
て
置
か
う
。

「

右
之
通
五
人
組
相
互
二
吟
味
仕
、
御
法
度
之
趣
相
守
リ
可
申
昨
、

1

火
之
元
常
々
申
合
大
切-1

可

仕

^

、

I

五
人
組
之
內
身
持
惡
敷
も
の
^

ハ

く
異

見

仕

可

申

^

、

若

承

引

無

之

㈧

ハ
、

’

吟

味

之

上

如

何

様

,
,
茂

可

仕

^

、

1

御
年
貢
諸(

請
か〕

等
難
澀
仕
^
も
の
昨
ハ
く

五
人
組
立
合
詮
儀
仕
、
御
上
納
爲
仕
可
申
^
、
若
シ
本
人
滞
申
ル
ハ
く

五
人
組 

之
內
二
而
先
取
替
御
定
納
可
仕
办
、
其
上
一
一
而
何
分
一
一
豸
ヰ
明
申
樣
可
仕

^

一
田
畑
荒
シ
不
申
^

樣
二
可
仕
办
、
自
然
收
納
之
節
長
煩
杯
仕
昨
ハ
♦ゝ
、
五
人
組
立
合
仕
、
御
收
納
可
仕
^

1

他
所
は
罷
出
一
夜
泊
リ
に
ル
共
、
五
人
組
申
通
し
、
其
上
先
様
參
所
村
名
申
置
罷
出
可
申
^

、
尤
長
逗
留
仕
申
間
敷
阼
、

1

何
様
之
六
ケ
敷
儀
•

出
來
申
砟
共
、
五
人
組
之
內n

而
相
談
仕
、
相
濟
申
樣-1
可
仕
办
、
若
組
之
內
-一
而
相
濟
申
か
た
き
儀
±

ハ

V
、

村
役
人
江
申
出
吟
味
可
仕
昨
、

一
萬1

惡
事
出
来
、
內
證
ニ
而
相
濟
不
申
、
御
公
儀
樣
江
御
訴
申
上
昨
節
、
入
用
雑
用
之
儀
者
本
人
出
シ
可
申
昨
、
若
不
足
昨
ハ
ヾ
、 

五
人
組
-

1

而
出
シ
可
申
昨
、
急
御
用
御
座
昨
て
、
其
身
雜
用
間
合
ふ
申
^

ハV
、
，

組

之
內
1ー
而
先
取
替
出
シ
可
申
作
、
其

品

-
よ 

り
吟
味
可
仕
办
、

1

惣
而
不
依
何
事
、
惡
事
仕
出
シ
申
間
敷
^
、
尤
腰
お
し
、
根
取
幷
徒
徒(

黨
か)

ヶ
間
敷
義
仕
間
舖
昨
、

右
之
通
常
々
申
合
、
諸
式
相
守
可
®

^

、
爲

後

日

.ft
人
組
判
形
仍
而
如
件 

寶
曆
九
已
卯
年
五
月」

以
上
の
諸
項
が
ど
れ
ほ
ど
ま
で
實
行
さ
れ
た
か
、
殊
に
相
互
扶
助
の
規
定
が
"

次
第
に
自
然
經
濟
の
破
れ
つ
i

あ
つ
た
當
時
、
ど
の 

，程
度
ま
で
實
行
し
得
ら
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
兎
に
角
か
う
し
た
申
合
せ
が
、
彼
等
の
經
濟
的
窮
迫
を
あ
る
程
度
ま
で
緩
和
し
得 

た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
農
村
負
擔
は
江
戶
時
代
を
通
じ
て
增
大
し
つ
i

あ
つ
た
と
云
ふ
。
然
ら
ば
ど
の
く
ら
ゐ
增
加
し
た
か
。 

同
じ
く
窮
迫
せ
る
武
士
階
級
が
、
そ
の
負
擔
を
農
村
に
轉
稼
し
よ
う
と
す
石
結
果
、
あ
る
ひ
は
增
税
と
な
り
、
あ
る
ひ
は
御
用
金
の
徵 

集
と
な
る
。
文
化
十
四
年
度
の
上
泉
村
に
於
い
て
は
何
等
の
御
用
金
も
課
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

し
か
し
そ
の
以
前
か
ら
の
負
擔
*
及
び 

そ
の
以
後
に
於
け
る
負
擔
は
如
何
で
あ
つ
た
か
。
次
ぎ
の
機
會
に
私
は
私
の
有
す
る
資
料
の
許
す
限
り
に
於
い
て
、

こ
の
點
を
明
か
に 

し
た
い
と
思
ふ
。
本
篇
は
云
は
^
そ
の
前
提
と
し
て
說
明
し
來
た
つ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

(

昭
和
十
年
九
月
二
十
三
日
稿)

德
川
時
代
に
於
け
る
農
村
經
濟
の
5

 

一
 

五

七

(
一

五
五
三〕


